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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザーを支持する後部と、残りの部分とを備えたパネルより成る椅子の座部であって
、後部は縦方向中心線に沿って延びる中央部と、中央部の両側の２つの離隔した柔軟性領
域とを有し、各柔軟性領域は一連の離隔した、縦方向に延びる、不連続な波形ラインを形
成するように配列された第１のパターンの弱化手段を有し、柔軟性領域は中央部及びパネ
ルの残りの部分の少なくとも大部分より柔軟性がある座部。
【請求項２】
　弱化手段は開口より成る請求項１の座部。
【請求項３】
　弱化手段はスロットより成る請求項１の座部。
【請求項４】
　柔軟性領域は矩形である請求項１、２または３の座部。
【請求項５】
　座部はさらに、後部と一体的に形成した前部を有する請求項１、２、３または４の座部
。
【請求項６】
　柔軟性領域から離れた座部の前記前部には、第２のパターンの弱化手段が設けられてい
る請求項５の座部。
【請求項７】
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　第２のパターンの弱化手段は、一連の離隔した、横方向に延びる、不連続な波形ライン
を形成するように配列されている請求項６の座部。
【請求項８】
　第２のパターンの弱化手段は開口より成る請求項６または７の座部。
【請求項９】
　第２のパターンの弱化手段はスロットより成る請求項６または７の座部。
【請求項１０】
　第１のパターンの波形ラインの頻度は、第２のパターンの波形ラインの頻度より大きい
請求項６または７の座部。
【請求項１１】
　第１のパターンの波形ラインは、第２の波形ラインよりより間隔が狭い請求項６または
７の座部。
【請求項１２】
　座部は一体的なプラスチックパネルである請求項１、２、３、４、５、６、７、８、９
、１０または１１の座部。
【請求項１３】
　パネルは、縦方向中心線に沿う座席パネルの前方端縁部から約３分の１の所で皿形とな
るように成形されており、ほぼ平らな横方向部分があり、座部がほぼ平らな横方向部分の
下方及び前方で凹んでいる請求項１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１また
は１２の座部。
【請求項１４】
　前部のコーナーの各々は下方に沈んでいる請求項１３の座部。
【請求項１５】
　ほぼ平らな横方向部分の前方にある部分はユーザーの脚部により力が加わると変形する
ほど十分な柔軟性を有する請求項１３の座部。
【請求項１６】
　パネルの下側には、補剛ウエブが組み込まれている請求項７の座部。
【請求項１７】
　補剛ウエブが、横方向に延びて、離隔した横方向に延びる波形ラインのパターンに追随
し、隣接する弱化手段のラインの間に位置する請求項１６の座部。
【請求項１８】
　柔軟性領域は矩形である請求項１、２、３、４、５、６、７、８、９、１０、１１また
は１２の座部。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の分野】
　本発明は、椅子またはスツールのような座席のための柔軟性のある或いは折り曲げ可能
なパネルに関する。さらに、本発明は、それに限定されないが、リクライン可能なオフィ
ス用椅子の柔軟性パネルに関する。本発明は、市販のオフィス用椅子に関して説明するが
、劇場や航空機用の公共の椅子または家庭用の椅子のような任意の他のタイプの椅子にも
利用可能である。
【０００２】
【発明の背景】
人は、椅子に座る時、２つの骨突起部に体重をかける。これらは座骨突起部と呼ばれる。
これらの突起部に体重をかけて長時間座ると、心地よさが失われるため、椅子またはスツ
ールのような座席は、通常、ユーザーに心地よさを与えるためにフォームの１またはそれ
以上の層より成るパッドを設けている。ユーザーは、フォームの品質により、ある時間座
ると、ある種の不快感を経験するが、その理由は、フォーム内に沈んでも、臀部の他の部
分と比べて座骨突起部に大きな抵抗を感じるからである。
【０００３】
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本発明の少なくとも１つの局面の目的は、ユーザーの座骨突起部により心地よく適応でき
る柔軟性座席パネルを提供することにある。
【０００４】
オフィス用椅子は、ユーザーの体重で前部が撓む座部を備えるのが望ましい。例えば、米
国特許第５，０５０，９３１及び４，４９８，７０２号を参照されたい。米国特許第５，
０５０，９３１号は、柔軟性のある座部を備えているが、前部を上方に変位させると共に
その前部がユーザーの体重で不当に沈まないようにするための比較的複雑なばね機構を必
要とする。米国特許第４，４９８，７０２号に示された構成は、座部の別体の前部が板ば
ねにより座部の後部に連結された複雑な構成である。従来技術のものは、座部に充分な強
度をもたせるために、前部がユーザーの体重により不当に沈むのを阻止する複雑なばね機
構を必要とするという欠点がある。
【０００５】
本発明の少なくとも１つの局面の別の目的は、座部の前部の不当な沈み込みに抵抗する複
雑なばね機構を具備する条件を軽減する、柔軟性のある或いは折り曲げ可能な座席パネル
を提供することにある。
【０００６】
人間の体格及びサイズは種々様々である。椅子のマーケットの現在の状況によると、オフ
ィス用椅子は、大きな範囲のユーザーのサイズに合うようにという条件を課せられている
。普通に用いられる調節機構には、米国特許第５，８７１，２５８号に記載されたような
椅子の深さの調節機構がある。この米国特許はまた、座部の前部がユーザーの体重により
撓むため、横方向の折り目が画定されることを開示している。しかしながら、この折り目
は座席の深さ位置とは無関係に、座部の前方から同じ距離の所に存在するため、種々のサ
イズのユーザーに合致しない。さらに、この従来技術の構成のもう１つの欠点は、座部の
前部を上方に変位させる複雑なばね機構が必要なことである。１つの実施例において、ユ
ーザーは彼の条件に合うためばねの力を調節する必要があり、また別の実施例ではばね力
は調節できない。
【０００７】
従って、本発明の少なくとも１つの局面の目的は、座部の前部の撓曲に抵抗する手段であ
って、椅子の深さ位置に応じて変化する抵抗を付与する手段を提供することにある。
【０００８】
【発明の概要】
　本発明によると、ユーザーを支持する後部と、残りの部分とを備えたパネルより成る椅
子の座部であって、後部は縦方向中心線に沿って延びる中央部と、中央部の両側の２つの
離隔した柔軟性領域とを有し、各柔軟性領域は一連の離隔した、縦方向に延びる、不連続
な波形ラインを形成するように配列された第１のパターンの弱化手段を有し、柔軟性領域
は中央部及びパネルの残りの部分の少なくとも大部分より柔軟性がある座部が提供される
。
【００１１】
本発明はまた、本願の明細書において言及した部品、要素及び特徴部分及びそれら部品、
要素及び特徴部分の任意の２つまたはそれ以上の任意もしくは全ての組み合わせにかかる
ものであり、それらには公知の均等物があり、かかる公知の均等物はあたかも個々に開示
されたと同じように組み込まれていると考える。
【００１２】
本発明は、以下の例の構成要素を包含するものである。
【００１３】
【好ましい実施例の説明】
第１の実施例
添付図面は、ある特定の部品を説明するに便利な種々の異なる角度から見た椅子を図示し
ているため、矢印Ｆが適宜図面に挿入されている。従って、用語「前方」、「後方」、「
左側」及び「右側」はそれに応じて解釈すべきである。
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【００１４】
図１は、座部１４と、背もたれ１６とを有する主組立体より成るオフィス用椅子１０を示
す。座部１４と、背もたれ１６とは、車付き基部１８と、中央支柱２０とより成る支持フ
レームによりフロアの上方に支持されている。中央支柱２０は、座部１４の高さを従来の
態様で調節できるようにする空気ばね（図示せず）を収納している。空気ばねは、図４に
示す椅子の主トランサム２０に連結されている。主トランサム２２は椅子の横方向に延び
ており、中央のばね接続リング２３により空気ばねに連結されている。
【００１５】
図１はまた、２つの着脱自在の肘掛け組立体２４を示す。肘掛け組立体２４はそれぞれ上
方肘掛け２６を有し、この肘掛けにはユーザーに心地よさを与えるパッドが備えてある。
各肘掛け組立体２４は、直立支持構造部２８を有する。肘掛け２６は、直立支持構造部２
８の上方端部に装着されている。直立支持構造部の下方端部は細長い固着部３０を有し、
この固着部はその支持構造部から内方に、直立支持構造部２８に関して下方に傾斜した角
度で延びる。
【００１６】
細長い固着部３０は、主トランサム２２の一端に着脱自在に係合している。固着の態様は
本発明にとって重要ではない。
【００１７】
背もたれ
背もたれ１６は、図２に示すようにほぼ矩形の外囲フレーム３４により画定される。完成
した椅子では、この外囲フレーム３４には、図８１乃至８３に関連して詳説する態様で網
状織物が張りわたされている。矩形の外囲フレーム３４により画定される開口内には、図
６６乃至７４に関連して詳説する腰部支持機構３６が設けられている。
【００１８】
図２は、この外囲フレーム３４の形状をさらに明瞭に示す。外囲フレーム３４は、射出成
型強化ポリエステルのような柔軟性のあるプラスチック材料で形成されている。外囲フレ
ーム３４は一体的な構造であって、２つの直立部材３８、頂部ビーム４０及び底部ビーム
４２より成る。直立部材３８は穏やかな曲線が上方に向かって前方に延びた後、腰部を過
ぎて後方に延びるように曲がっている。これは、椅子のユーザーに心地よさを与える形状
である。直立部材３８は、図２８に示すように、後向きに開いたチャンネル４４を有する
。直立部材３８はまた、中間の背もたれビーム４６により連結されている。背もたれビー
ム４６は、図６６乃至７４に関連して詳説する態様で腰部支持機構３６を支持する。
【００１９】
外囲フレーム３４の下方部分に剛性連結されているのは、背もたれ固着鋳造物４８である
。背もたれ固着鋳造物４８は、図２ｂに示すような一体的鋳造部品である。背もたれ固着
鋳造物４８は、２対の突出部５０を有し、これらの突出部は直立部材３８の底部に設けた
整列開口５２と係合する。これにより、外囲フレーム３４の下方領域を背もたれ固着鋳造
物４８に固着することができる。さらに別のスナップ式装着手段（図示せず）を設けても
良い。
【００２０】
背もたれ固着鋳造物４８はまた、その両側に２対の対向壁５４を有する（図２７に詳示さ
れている）。各対の離隔した壁５４は、ばねキャリア６０が受容される前方に延びるチャ
ンネル６４を画定する。各対の対向壁５４は、整列スロット５６を有する。ばねキャリア
（図２７に関連して詳説する）は、整列スロット５６と係合するピン６２を両側に有する
。
【００２１】
さらに、背もたれ固着鋳造物４８は、中空の２つの前方に延びる突出部６６を有する。中
空の突出部６６はそれぞれ、ソケット６８を画定する。２つの背もたれ延長アーム７０は
、中空の突出部６６のそれぞれのソケット６８内に溶接されている。
【００２２】
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さらに詳しく説明するための図３を参照して、各背もたれ延長アーム７０は、前方鼻部７
２と、顎部７４とを有する。延長アーム開口７５は、背もたれ延長アーム７０を鼻部７２
と、顎部７４の後方の位置で貫通する。
【００２３】
既述した椅子の横方向に延びる主トランサム２２を示す図４を参照されたい。主トランサ
ム２２は、中央のばね支持リング２３の所で空気ばねの上に支持されている。この主トラ
ンサムは、両端部に枢軸７６が形成されたダイカストアルミニウムより成るビーム状の構
成を有する。各端部において、枢軸部は、対向する支持ウェブ７８より成る。対向する支
持ウェブ７８は、後方の整列開口８５を有する。組立てを完了した椅子では、１つの背も
たれ延長アームの開口７５は、主トランサムの一方の側の後方整列開口８０と整列関係に
あり、主枢軸ピン（図示せず）を受容する。同様に、もう一方の背もたれ延長アーム７０
は、もう一方の側の主トランサムに固着されている。各背もたれ延長アームは関連の主枢
軸ピンを中心として枢動可能であり、背もたれ１６のリクライン軸Ｒがこれにより画定さ
れる。
【００２４】
リクライン限界
上述したように、鼻部７２は各背もたれ延長アームの前方に画定される。鼻部７２は、そ
の側面から延びる２つのボス８４を有する。ボス８４は、対向する支持ウェブ７８の対向
スロット８６内に受容される。対向する各スロット８６には、基部が形成されている。背
もたれ延長アーム７０を枢軸Ｒを中心として回転する間、ボス８４は対向するスロット８
６のそれぞれ一方の内部で運動する。リクライン軸Ｒを中心とする枢動運動における背も
たれ１６の最前方の位置では、ボス８４はスロット８６の基部に底がつくため、前方限界
が画定される。これを、背もたれ１６の前方作用位置と呼ぶ。
【００２５】
各背もたれ延長アーム７０の顎部７４は、主トランサム２２の後壁の一部として形成され
た第２の当接表面９０（図９を参照）と係合するための第１の当接表面８８を有する。各
側において、第１の当接表面８８が第２の当接表面９０と係合すると、椅子の背もたれ１
６の後方リクライン限界が画定される。椅子の背もたれ１６は、２つの当接表面が一旦係
合すると、さらに後方にリクラインすることができない。しかしながら、この位置で、外
囲フレームは依然として撓曲可能である。枢軸部７６をさらに詳細に示す主トランサム２
２の一端は、図７からわかる。
【００２６】
リクライン偏倚装置
図３を参照して、両方の背もたれ延長アームの顎部７４の内側の側面には、対向する整列
スロット９２が設けられるが、その左側のスロットがその図に示されている。細長い棒ま
たは板ばね状の第１のリクラインばね９４は、各端部が対向するスロット９０のそれぞれ
に受容されている。図４に示すように、主トランサム２２は、第１のリクラインばね９４
が係合する作用表面９８を有する。作用表面９８は、主トランサム２２から延びる一体的
に形成した突出部の一部を構成する。背もたれ１６がリクライン軸Ｒを中心として後方に
リクラインすると、第１のリクラインばね９４が作用表面９８と係合し、背もたれ１６を
リクラインしないような偏倚する。
【００２７】
第２のリクラインばね９６も、一端が対向するスロット９２の一方に受容されている。し
かしながら第２のリクラインばね９６が第１のリクラインばね９４より幾分短いため、第
２のリクラインばね９６の第２の端部はもう一方の対向スロット９２に受容されない。図
示のように、第２のリクラインばねもまた、細長い棒状ばね、または板ばねより成る。第
２のリクラインばね９６は、第１のリクラインばね９４の後方で、ばねの長さの少なくと
も半分だけ、第１のリクラインばね９４とオーバーラップする。調節自在のクランプ１０
０（図７を参照）が、第２のリクラインばね９６の自由端部を第１のリクラインばね９４
に対してクランプして、第２のリクラインばね９６の曲率を変化させ、そのばね抵抗を変
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えるように設けられている。第２のリクラインばね９６は、第１のリクラインばねに対す
るクランプ力が増加すると、撓曲に対する抵抗が増加するように構成されている。従って
、背もたれがリクラインしないように偏倚する正味の力は、第１のリクラインばね９４に
より与えられるばね力と、第２のリクラインばね９６により与えられるばね力との総和で
ある。第２のリクラインばねは第１のリクラインばね９４に対してより堅くクランプされ
ているため、これらの合成ばね抵抗は２つのばね間のクランピングが緩い場合と比べて大
きい。第１のリクラインばね９４は、工場で設定したばね率を有する。第２のリクライン
ばね９６は、第１のリクラインばね９４のばね率よりも大きいばね率を持つように選択さ
れる。従って、第１のリクラインばね９４と、第２のリクラインばね９６との間のクラン
ピングをわずかに調節するだけで、第２のリクラインばね９６のばね抵抗をかなりの程度
変化させることができる。
【００２８】
調節可能なクランプ１００を、図７に示す。この調節可能なクランプ１００は、２つのリ
クラインばね９４、９６の周りを延びるＵ字形ブラケット１０１を有する。カム１０２が
心棒１０３上に装着され、Ｕ字形ブラケット１０１の２つの脚部間を延びる。心棒１０３
は、軸１０４を中心として回転できるように支承されている。カム１０２は、図８に示す
ように、４つのカム表面部分１０５ａ、１０５ｂ、１０５ｃ、１０５ｄを有する。これら
のカム表面部分は、図示のように実質的に平坦であり、各々がカム軸１０４から異なる長
さだけ離隔されている。その間隔は、カム１０２の周りを時計方向で１０５ａから１０５
ｂへ減少する。カム１０２は、第２のリクラインばね９２の自由端部に押圧される。椅子
のユーザーは、カム位置を調節することにより、カム表面部分１０５ａ―１０５ｄのうち
何れの部分が第２のリクラインばね９６の自由端部に押圧されるようにするかを決定でき
る。ユーザーがカム１０２を１０５ａの最大設定点まで回転させると、クランプ力、従っ
て第２のリクラインばねの合成ばね率が徐々に増加する。１０５ｅには、カム１０２の回
転し過ぎを阻止するための延長部が設けられている。カム１０２をユーザーが調節できる
ように、ノブ１０３ｂが設けられている。
【００２９】
図１１は、カム１０２の各位置における正味のばね力の変化を距離に対して示したグラフ
である。位置１では、クランプ力に、第２のリクラインばね９６からの力は含まれない。
このため、第１のリクラインばねは、通常は１０ｋｇの初期抵抗を与える。カム位置を調
節すると、第２のリクラインばねが全体の力に寄与し、リクラインに対する初期抵抗が１
０ｋｇ以上、例えば約１１ｋｇに増加する。第２のリクラインばねによる力を０ｋｇから
約１ｋｇに変化させるには、第２のリクラインばね９６により与えられる最大約１ｋｇの
力に作用する必要がある。これは、第１のリクラインばね９４を調節してその初期抵抗を
１０ｋｇから１１ｋｇに増加させる場合と比べるとかなり小さい力であるが、その理由は
、必要な調節を行うためにばね力全体の作用が必要とされるからである。第１及び第２の
リクラインばね９４、９６が互いにオーバーラップする上述の特定の実施例では、第２の
リクラインばね９６の調節により、第１のリクラインばねのばね率を幾分変化させること
ができる。しかしながら、これは、図１１には示されていない。
【００３０】
リクラインロック
図５は、ユーザーが背もたれのリクラインを阻止するために選択的に作動可能なリクライ
ンロックを示す。図４に示すように主トランサム２２は、４つの後方に延びる突起１０６
を有する。リクラインロックは、４つのスロット１０８が形成された細長いロックバー１
０７を有し、スロット１０８の長手方向がバー１０７の長手方向に一致する。スロット１
０８はそれぞれ、図５に示すように後方に延びる突起１０６の１つを受容する。細長いロ
ックバー１０７は、リクラインロック位置と、リクライン作動位置との間で横方向に摺動
可能である。それにより、スロット１０８に受容される突起１０６は、細長いロックバー
１０７の移動限界を画定する。細長いロックバー１０７は、ばね１０９によりリクライン
作動位置の方へ偏倚される。



(7) JP 4958352 B2 2012.6.20

10

20

30

40

50

【００３１】
細長いロックバー１０７を図１０に示すが、この図では、わかりやすくするため、主トラ
ンサム２２が取り外されている。ロックバー１０７は、各端部に後方に延びるロックビッ
ト１１０を有する。このため、ロックビット１１０は、細長いロックバー１０７が移動す
ると横方向に移動する。各ロックビットは、背もたれ延長アームの顎部７４に設けられた
リクラインロック面１１２と係合するリクラインロック位置に移動可能である。左側のロ
ックビット１１０（図の右側に示す）は、関連の背もたれ延長アーム７０と係合しないリ
クライン作動位置から、関連のアーム７０上のリクラインロック面１１２と係合する位置
へ移動する。
【００３２】
右側のロックビット１１０（図の左側に示す）の構成は、わずかに異なる。関連の延長ア
ーム７０は、リクラインロック面１１２を備えることがわかる。さらに、関連のアーム７
０には、リクラインロック面１１２に隣接して継手１１４が設けられている。リクライン
ロック位置において、このロックビット１１０はリクラインロック面１１２と係合するが
、リクライン作動位置では、左側のロックビット１１０が継手１１４内に受容される。ロ
ックビットが継手１１４内に受容されると、関連の背もたれ延長アーム７０は、リクライ
ン軸を中心として依然として自由に枢動可能である。
【００３３】
図１２は、座部１４の直下に、左側の前方位置に装着されたロックバー制御レバー１１６
を示す。このレバー１１６は、ケーブルアクチュエータ１１８へ連結されている。ケーブ
ルアクチュエータ１１８は、従来の態様で動作する制御ケーブル１２０に連結されている
。制御ケーブル１２０は、細長いロックバー１０７（図５を参照）の位置を制御する。ケ
ーブルアクチュエータ１１８は、制御レバー１１６を作動することにより回転可能である
。ケーブルアクチュエータ１１８には、２つの位置戻り留め１２２と係合可能なディンプ
ルがその前方端縁部に設けられている。ディンプル１２１は２つの位置の何れかに位置付
け可能であり、その第１の位置は、細長いロックバー１０７のリクラインロック位置に対
応し、第２の位置は、細長いロックバー１０７のリクライン作動位置に対応する。かくし
て、ユーザーは、ロックバー制御レバー１１６の位置に応じてリクラインロックをオンに
するかオフにするかを選択する。
【００３４】
背もたれ延長アーム、主トランサム、リクラインばね及びリクラインロックの変形例であ
る第２の実施例
第２の実施例に関連して説明する部品の多くは、第１の実施例の対応部品と多くの点にお
いて同一である。これらの部品は、本質的に等価的である場合、同じ参照番号を使用する
。部品の構成が異なるが等価的または類似の機能を有する場合、関連の参照番号にプライ
ム記号を付して示す。
【００３５】
図１３は、１つの背もたれ延長アーム７０’の変形例である。背もたれ延長アーム７０’
は二又の前方端部を有し、この端部は、右の分岐部９３ｃ及び左の分岐部９３ｄより成り
、延長アーム開口７５’が両方の分岐部を横方向に貫通する。２つのかかる背もたれ延長
アーム７０’は、図１４の変形例に示すように、リクライン軸Ｒを中心として回転自在に
主トランサム２２’に装着されている。図１５から、主トランサム２２’は、両端部に枢
軸部７６’が形成されているのがわかる。各端部の枢軸部は、内側及び外側の出張り７８
’より成る１対の離隔した支持ウェブを有し、これらの出張りには整列開口８０’が貫通
する。開口８０’は、背もたれ延長アーム７０’が枢動するリクライン軸Ｒを画定する。
各対の開口８０’に挿入されるピンは、各背もたれ延長アーム７０’を主トランサム２２
’に装着する。内側の出張り７８’は関連の背もたれ延長アーム７０’の分岐部９３ｃと
、９３ｂの間に挿入される。
【００３６】
図１３から、上方の当接表面９３の後端部は、主トランサム２２’上の相補的ランプ７６
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ａと係合する歯止め９３ｅを有することがわかる。ランプ７６ａは湾曲しており、その曲
率の中心はリクライン軸Ｒの中心である。これは、椅子のユーザーが指またはシャツの端
などを挟む可能性のあるところである。従って、外側の出張り７８’は、ランプ７６ａを
過ぎて後方に延びる防護手段として働く。図１６は、主トランサム２２’に回転自在に装
着された１つの背もたれ延長アーム７０’を示す。
【００３７】
図１３は、リクラインロック機構の変形例を示す。背もたれ延長アーム７０’の前方端部
には、リクライン軸Ｒの前方の前方表面部分９３ａと、リクライン軸Ｒの後方の後方表面
部分９３ｂとより成る実質的に平らな上方当接表面９３が設けられていることがわかる。
背もたれ延長アーム７０’を主トランサム２２’に組み込む際に、当接表面９３は主トラ
ンサムの上方部分の直下に来る（図１６を参照）。従って、後方の表面部分９３ｂは、背
もたれ延長アーム７０’が枢動して後方表面部分９３ｂが主トランサム２２’の下側と当
接すると到達する前方リクライン限界を画定する。逆に、後方リクライン限界は、アーム
７０’が回転して前方表面部分９３ａが主トランサム２２’の下側と当接すると画定され
る。従って、主トランサム２２’の前方表面部分９３ａと、主トランサム２２’の下側と
の係合が、後方のリクライン限界を画定する。
【００３８】
リクラインロックは、ユーザーが選択的に作動させて背もたれのリクライン作用を阻止す
るか、または中間のリクライン限界を設定するためのものである。図１３に示すように、
背もたれ延長アーム７０’の前方端部には、キー１０７ａが摺動自在に装着される横方向
に延びる摺動部材７０ａが設けられている。この摺動部材７０ａはＶ字形スロット７０ｂ
を有する実質的に閉じた内側端部７０ｃを有する。摺動部材７０ａのキー１０７ａと、閉
じた端部７０ｃとの間には、ばね（図示せず）が受容されて、キー１０７ａを閉じた端部
７０ｃから離れる外方に偏倚する。キー１０７ａは、ケーブルによりばねの作用に抗して
手動部材内で摺動可能であり、このケーブルは、図１２において説明したと同じ態様で調
節自在であるキー１０７ａの内方端部と連結されている（図６２も参照）。このキーは、
第１及び第２の当接表面１０７ｂ及び１０７ｃを有する。キー１０７ａが図１３に示す最
も内側の位置（全体として椅子に関して）を占めると、第１の当接表面１０７ｂは既述し
たように、背もたれ延長アーム７０’のリクライン作用に干渉しない。これを、１５°の
リクラインを可能にする超リクライン位置と呼ぶ。
【００３９】
上述したように、背もたれ延長アーム７０’の前方端部は、図示のように二又で、右及び
左の分岐部９３ｃ、９３ｄを画定する。キー１０７ａが、第１の当接表面１０７ｂが右の
分岐部９３ｃと整列する位置に移動すると、第１の当接表面１０７ｂが背もたれ延長アー
ムのリクライン作用を干渉するようになるが、その理由は、第１の当接表面１０７ｂが、
前方表面部分９３ａが通常当接する前に主トランサム２２’の下側に当接するからである
。これにより１２°のリクラインが可能となる。キー１０７ａが移動して、第２の当接表
面１０７ｃが右側の分岐部９３ｃと整列すると、第２の当接表面１０７ｃが背もたれ延長
アーム７０’のリクラインが阻止されるか、少なくとも十分に阻止される位置にくる。こ
のようにして、リクラインロックがかかる。
【００４０】
図１４は、キー１０７ａが一致して移動する態様を示す。ケーブル１２０’は、ケーブル
のアクチュエータ１１８’（図６２を参照）と、主トランサム２２’の後方延長部２２ａ
に取り付けられたケーブル増幅機構４１０との間に連結されている。ケーブル増幅機構４
１０は、同期動作のための相互に噛み合った歯部を有する１対の枢動自在に装着された増
幅手段４１２を有する。１つの増幅手段４１２は、ケーブル１２０’の端部が連結された
後方増幅延長部４１４を有する。ケーブル１２０’はケーブル案内手段４１６を通過する
。ケーブル１２０’が後方増幅延長部４１４に作用してこの延長部を図１４で示す斜視図
で下方に移動させると、相互に噛み合う増幅手段４１２が駆動されて回転し、それらの遠
隔端部が互いに近付く方向に移動する。増幅手段４１２の遠隔端部は、それぞれのケーブ
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ルによりそれぞれのキー１０７ａに連結されている。このケーブル接続を想像線４１８で
示す。
【００４１】
図１３から、背もたれ延長アーム７０’の側部は、もう１つの背もたれ延長アーム（図示
せず）の対向する側部の同様な孔部と対向する２つの孔部９２ａ、９２ｂを有することが
わかる。孔部９２ａは円筒形であり、孔部９２ｂは図示のように矩形である。図１８に示
すように、第１及び第２のリクラインばね９５、９７は、対向する孔部間を延びる。第２
のリクラインばね９７は細長い棒状であり、その両端部は２つの背もたれ延長アーム７０
’の対向する孔部９２ｂ内に受容される。
【００４２】
主トランサム２２’は後方延長部２２ａを有し、その延長部の軸受けブロック９８’は後
方延長部２２ａの上方表面の相補的凹部内に収まっている。軸受けブロック９８’は、第
２のリクラインばね９７の中央部を受容する相補的凹部を画定する。背もたれ延長アーム
７０’が主トランサム２２’に関してリクラインすると、第２のリクラインばね９７がそ
の端部を下方に撓曲させ、それと同時に、中間部分が、主トランサム２２’の軸受けブロ
ック９８’内に収まることにより固定位置に保持される。従って、第２のリクラインばね
９７は、後方のリクライン作用に抵抗し、前方のリクライン限界の方へ背もたれ延長アー
ム７０’を偏倚する。第２のリクラインばね９７は、前方のリクライン限界において、わ
ずかに撓曲することにより、予荷重を受ける。これは、孔部９２ｂの中心を軸受けブロッ
ク９８’の凹部内のばね中心よりわずかに下方にすることにより得られる。
【００４３】
第１のリクラインばね９５は、同じ原理で動作するが、幾分複雑である。第１のリクライ
ンばね９５は、図１７にさらに詳細に示すように、平らな棒状のばね部分９５ａより成る
。第１のリクラインばね９５の外側端部には、円筒形ボス９９ａが装着され、これらのボ
スは背もたれ延長アーム９０’に設けられた対向する円筒形孔部９２ａ内に受容される。
さらに、この棒状ばね部分９５ａの上には中央の円筒形ボス９９ｂが装着される。中央の
ボス９９ｂは、棒状ばね部分９９ａを通すことができるようにスロットが設けられている
。図１８に示すように、中央の円筒形ボス９９ｂは、主トランサム２２’上の軸受けブロ
ック９８’に設けた半円筒形の凹部内に収まる。軸受けブロック９８’には、ボス９９ｂ
を軸受けのその定位置に関して着座させるためにその両側に直立部材が設けられている。
平らな棒状ばね部分９５ａは、ばね９５の長さの横方向の撓曲軸を中心とする撓曲に対す
るその固有の抵抗により、リクライン作用に抵抗する。第１のばね９５の端部及び主トラ
ンサム２２’に押圧される中央の円筒形ボス９９ｂの構成により、ばね９５の縦方向軸を
ほぼ横断して延びる撓曲軸が画定されることがわかる。この構成により、前方作用位置に
ある平らなばね部分９５ａには予荷重がかからない。従って、軸受けブロック９８’の中
央凹部と、円筒形ボス９２ａとは、この理由で整列関係にある。
【００４４】
第１のリクラインばね９５は、ばね率を変化させるように調節可能である。これは、棒状
ばね９５ａに固定された櫂状部材を用いてばねの縦方向軸を中心として第１のリクライン
ばね９５を回転させることにより行われる。図１９乃至２１の断面図から、棒状ばね部分
９５ａは幅が厚さよりも大きいことがわかる。図１９において、ばね９５は、幅方向が撓
曲軸に実質的に平行に向けられていることがわかる。これはやさしいばね位置を表わす。
図２０において、厚さ方向は撓曲軸に対して対角線方向に向けられている。かかる構成は
、横方向軸を中心とする撓曲に対する抵抗が大きいことを表わす。従って、これは中位の
ばね位置を表わす。さらに、図２１において幅方向が撓曲軸を横断するように向けられて
いる。かかる構成は撓曲に対する抵抗が最も大きい場合であり、従って第１のリクライン
ばね９５の堅い位置と思われる。第１のリクラインばね９５は、ばねがそれぞれ異なるば
ね率を示す３つ可能なばね位置を提供するように９０°に亘って調節可能である。これは
、ばねがやさしい（Ａ）、中位（Ｂ）及び堅い（Ｃ）の間で調節されるにつれて、距離に
対する正味のばね力の変化をグラフ表示する図２４から視覚的にわかる。さらに、図１８
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は、第１のリクラインばね９５がやさしい位置にあるが、図２２は第１のリクラインばね
９５が堅い位置にあることを示す。
【００４５】
図２３を参照して、第１のリクラインばね９５を可能なばね位置に設定するためには、円
筒形ボス９９ｂに設けた溝９９ｄより成る位置設定手段を使用する。相補的なリブ９９ｅ
は、軸受けブロック９８ａの半円筒形凹部に配置される。このリブ９９ｂは相補的な溝９
９ｄのうちの任意の１つを係合できるため、第１のリクラインばね９５をその位置に設定
できる。ばね位置を変更するためには、第１のリクラインばね９５にかかる荷重の大部分
を除去する必要がある。従って、これを行うには背もたれを前方作用位置に移動させる必
要がある。
【００４６】
図２５は、第１のリクラインばね９５上の円筒形ボス９９ａの形を詳細に示す。各ボスの
端部は、半円の継手を画定して直径方向の当接表面９９ｅを形成するように破断されてい
る。図２６からわかるように、孔部９２ａの端部には４分の１突出部９２ｃが設けられて
いる。ボス９９ａが孔部９２ａ内に組み込まれた状態で、この４分の１突出部９２ｃは半
円の継手９９ｄ内に延びる。ばね９５は、４分の１突出部９２ｃの１つの面が当接表面９
９ｅの一半部に当接する第１の回転限界と、４分の１突出部９２ｃのもう１つの面が当接
表面９９ｅのもう１つの半部に当接する第２の回転限界との間で９０°に亘って回転可能
である。４分の１突出部９２ｃと、当接表面９９ｅとの間の相互作用により、第１のリク
ラインばね９５の回転ばねが９０°に制限される。図２６は、背もたれ延長アーム７０の
側部に直接形成された２つの孔部９２ａ、９２ｂを示す。プラスチックの挿入材をこのア
ーム側部に取り付け、この挿入材に孔部９２ａ及び９２ｂを形成することも考えられる。
【００４７】
外囲フレームの剛性調節－第１の実施例
図２７は、外囲フレーム３４に組み込む部品の別の展開図である。上述したように、背も
たれ固着鋳造物４８は外囲フレーム３４の後部に固定される。背もたれ固着鋳造物４８は
、両端に２つの直立チャンネル６４を有し、これらのチャンネルは対向する壁５４で画定
される。対向する壁５４は、ばねキャリア６０に設けたピン６２を受容するための整列ス
ロット５６を有する。図２９は、このばねキャリア６０の特定の例をさらに詳細に示す。
ばねキャリア６０は細長い部材であり、この部材は断面がほぼ正方形または矩形であって
、ピン６２が両側に設けられている。その部材の一方の端部には継手１２４が設けられて
いる。ばねキャリアのもう一方の端部は、後で説明するように、別のリンクと枢動接続す
るための二又になっている。この二又の端部は整列開口１２６を有する。
【００４８】
継手１２４は、離隔した螺設孔１３０を有する。板ばね１２８は、継手１２４内に受容さ
れる形状の下方端部１３１を有する。この下方端部１３１は２つの離隔した開口１３３を
有する。これらの開口１３３はばねキャリアに設けた螺設孔１３０整列するため板ばね１
２８をばねキャリア６０に固定することができる。下方端部１３１から上方に向かって、
板ばね１２８は幅が徐々に増加し、厚さがわずかにテイパーするが、板ばねの全体形状は
図示のように細長いものである。板ばね１２８は高張力ばね鋼で形成されている。
【００４９】
図２７からわかるように、背もたれの両側には２つのばねキャリアが設けられ、各々のば
ねキャリアはチャンネル６４の１つに受容されて、整列スロット５６の基部を貫通するよ
うに画定された軸を中心として枢動するように取り付けられている。
【００５０】
図２８は、各板ばねが外囲フレーム３４の背後にあってそれぞれのチャンネル４４内に収
まった組立完了状態を示す。上述したように、外囲フレーム３４はある程度の柔軟性を有
する。二又端部１２０が後方に移動するようにばねキャリア２をピン６２を中心として回
転すると、板ばね１２８は外囲フレームの下方部分に対して作用して、後方への撓曲に対
する剛性が増加する。２つのばねキャリアは、図３０乃至３４に関連して説明する態様で
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一致して作用する。外囲フレーム３４の下方部分の剛性は、このようにしてばねキャリア
の位置を調整することにより調整可能である。さらに、各ばねキャリア６０が受容される
チャンネル６４は、背もたれ固着鋳造物４８の後壁１３５により後ろが閉じた状態にある
。後壁１３５は、ばねキャリアの二又端部１２５が係合する停止部材と成り、かくしてば
ねキャリア６０の最大の回転、従って、板ばね１２２８により外囲フレーム３４に与えら
れる最大の剛性が決まる。
【００５１】
図３０は、リクライン機構の主要構成要素を示す。背もたれ固着鋳造物４８は、右側の背
もたれ延長アーム７０と共に、わかりやすくするために取り外されている。左側の背もた
れ延長アーム７０は、主トランサム２２と枢動連結された位置で示してある。各ばねキャ
リア６０の二又端部１２５は押しリンク１３９に連結されている。図３を参照して、外囲
フレーム３４の下方部分は、押しリンク１３９を、組立てた状態の背もたれ固着鋳造物４
８内のばねキャリア６０の二又端部１２５の係合できるようにするアクセス開口１４３を
有する。押しリンク１３９の前方端部は駆動リンク１４１（図３０を参照）に連結されて
いる。この駆動リンクは図３１を見ればより完全に理解できる四棒リンクの１つの構成要
素である。図３１は１つの四棒リンクだけを示すが、椅子の両側に１つづつかかる四棒リ
ンクが設けられていることが明らかである。駆動１４１は、押し棒１３９との接続部から
上方に傾斜した角度で延びる。駆動リンク１４１はその長さ方向に沿って湾曲しており、
その湾曲の中心は後方且つ上方になる。駆動リンク１４１は主として矩形の断面を有する
。
【００５２】
駆動リンク１４１は、リクライン軸Ｒを中心とする枢動運動のため、その長さに沿う中間
点で主トランサム２２に枢動自在に連結されている。さらに詳しく説明すると、駆動リン
ク１４１は、主トランサム２２の対向支持ウエブ７８のうち外側のウエブに隣接するよう
に枢動自在に連結されている。共通の枢動ピン（図示せず）は、対向する支持ウエブ７８
の両方と、背もたれ固着アーム７０と駆動リンク１４１とを相互連結する。
【００５３】
主トランサム２２は、四棒リンクの別の要素を形成する。上述したように、主トランサム
２２は、高さ調節可能な空気ばね１４５を組み込んだ中央支柱２０の頂部において支持フ
レームに中央が取り付けられている。高さ調節ばね１４５は、椅子のユーザーが選択的に
作動可能である。しかしながら、主トランサム２２は、常体で、支持フレームに対して、
静止状態にある。
【００５４】
座部１４は、図５５乃至６０に関連してさらに詳しく説明する態様で、座席案内手段１４
９に摺動自在に装着されている。従って、この座席案内手段１４９は四棒リンクの別の要
素を形成する。駆動リンク１４１の上方端部は、座席案内手段１４９に枢動自在に連結さ
れている。前方支持リンク１５１よりなる別のリンクは、座席案内手段１４９と主トラン
サム２２とを相互連結する。前方支持リンク１５１は、断面がほぼ矩形であり、駆動リン
ク１４１と同様に、その長さ方向に沿って湾曲し、曲率中心が上方及び後方にある。
【００５５】
図３０から、駆動リンク１４１の両端部は二又であることが分かる。下方端部は、押しリ
ンク１３９の下方端部を収納するように二又である。駆動リンク１４１の上方端部も二又
である。駆動リンク１４１の上方端部も二又である。座席案内手段はまた、図３２に示す
ように垂下する出っ張り１５５を有する。駆動リンク１４１の二又の上方端部は出っ張り
１５５の各側部上に配置され、内側の分岐部は出っ張り１５５と座席案内手段１４９の側
壁との間に枢動自在に連結されている。外側の分岐部は美的理由により扇形であり、その
摺動接続部はそれを貫通しない。同様に、前方支持リンク１４１の上方端部も二又であり
、内側の分岐部が座席案内手段１４９と別の出っ張り１５７との間に枢動自在に連結され
（図３２を参照）、外側の分岐部は扇形である。前方支持リンク１５１の下方端部は、対
向する支持上部７８の前方端部の整列開口１５３を貫通するピン（図示せず）により、対
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向する支持ウエブ７８（図４を参照）の外側のウエブの外側に枢動自在に連結されている
。駆動リンク１４１の下方端部と前方支持リンク１５１との接続部は美的理由により外部
から見えない連結部であることが分かる。
【００５６】
リクライン機構の動作
リクライン機構の動作を、図３１を参照して説明する。椅子の一方の側の四棒リンクの要
素について説明する。これらの要素は椅子のもう一方の側にも同一のものがあることが分
かるであろう。上述したように、背もたれ１６はリクライン軸Ｒを中心としてリクライン
可能である。第１及び第２のリクラインばねは、座部１６を前方作用位置に偏倚する。座
っていない状態で、四棒リンクの構成要素の配置は、板ばね１２８のばね張力により決ま
る。板ばね１２８の固有の可撓性により板ばね１２８が直線状となり、それによりばねキ
ャリア６０がピン６２を中心として時計方向に回転される。これにより、椅子の座ってい
ない状態における押しリンクの位置が決まる。座席案内手段１４９に力が加わらない状態
で、この四棒リンクの構成要素は、押しリンク１３９を介して作用するばね１２８の固有
の可撓性により非着座位置に保持される。
【００５７】
ユーザーが座部１４に体重Ｗを掛けると、この体重は座席案内手段１４９により支持され
、駆動リンク１４１がリクライン軸Ｒを中心として反時計方向に回転するように駆動され
る。これにより、押しリンク１３９がほぼ上方及び後方に移動し、ばねキャリア６０を枢
動ピン６２を中心として反時計方向に回転させる。外囲フレーム３４の下方部分は、既に
説明した前方作用位置に停止された背もたれ固着鋳造物４８内に剛性的に保持されている
。ばねキャリア６０が反時計方向に回転すると、板ばね１２８は板ばね１２８が撓曲し、
その上方部分が外囲フレーム３４の後部に対して押し付けられる。外囲フレーム３４の柔
軟性に応じて、ユーザーの体重が板ばね１２８のばね張力により、そのばねが外囲フレー
ム３４の後部に対して撓曲するにつれて吸収される。これは、背もたれを後方に撓曲しな
いように剛性化する効果を有する。板ばね１２８に印加される張力は、座部１４に加わる
ユーザーの体重Ｗに依存することが分かる。体重Ｗが多ければ多いほど、板ばね１２８に
より支えられる張力は大きく、従って外囲フレーム３４の後方への撓曲に抵抗する板ばね
１２８に付与される剛性度が大きくなる。従って、外囲フレーム３４の剛性は、椅子のユ
ーザーの体重Ｗに応じて調節される。
【００５８】
ユーザーの体重Ｗが所定のレベルを超えると、板ばね１２８は、ばねキャリア６０の二又
端部１２５が背もたれ固着鋳造物４８の後壁１３５と係合する点に張力状態となる。これ
は、板ばね１２８に付与される張力の大きさの限界を与える。この限界は約８０ｋｇで到
達する。図３３は、ユーザーが体重Ｗを掛けた場合の座席案内手段１４９の下方運動を示
す。ユーザーが椅子から離れると、座部１４は図３４の矢印Ｕで示すように上方に移動す
る。
【００５９】
上述したように、外囲フレーム３４の穏やかに湾曲した形状は、ユーザーに心地よさを与
えるためユーザーの脊椎の形に対応するように設計されている。背もたれの撓曲作用によ
り、ユーザーが脊椎の運動が可能となるため、椅子の人間工学的利点がさらに向上する。
ユーザーの脊椎の一般的な健康がこの動きにより増進される。背もたれの後方への撓曲に
おける剛性は、ユーザーの体重に応じて調節される。従って、ある特定の範囲内で、後方
への撓曲し易さはユーザーの体重と相互に関連がある。従って、体重の軽い人は、外囲フ
レームに対して小さい力を加えるため、後方への撓曲作用から利点を完全に享受すること
が可能である。また、体重の重い人は撓曲に対する抵抗が大きくなり、外囲フレームは大
きな人にとっては軽すぎることはないようにされる。椅子は、ユーザーが８０ｍｍ乃至１
２０ｍｍの範囲の撓曲による撓みを得ることができるように設計されている。
【００６０】
図３５は椅子１０のリクライン作用を示す。ユーザーが座部１４に体重を掛けると、座部
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は上述したように下方に移動し、実線で示す、座席案内手段１４９のすぐ上の位置を取る
。ユーザーが体重を座部１４に一旦掛けると、板ばね１２８はそれに対応する量のばね張
力を吸収しそれと共にばねキャリア６０と押しリンク１３９が背もたれ固着鋳造物４８に
対してどちらかといえば固定位置をとる。
【００６１】
従って、ユーザーが背もたれ１６にもたれかかると、背もたれ固着鋳造物４８、ばねキャ
リア６０及び押しリンク１３９同時に作用して、駆動アーム１４１を駆動し、押しリンク
１３０を介して時計方向に回転するようにする。四棒リンクの構成は、座席案内手段１４
９が、リクライン前の座席案内手段１４９の着座位置と比べて高さが正味増加し、後方傾
斜角が増加した位置を取る。実際、板ばね１２８、ばねキャリア６０及び押しリンク１３
０の間には僅かなシフトが存在する。
【００６２】
座部１４の高さが後方リクライン作用により正味の増加を示すと、ユーザーの体重Ｗは、
第１及び第２のリクラインばね９４，９６による偏倚力と共にリクライン作用に逆らう作
用をする。従って、ユーザーの体重Ｗは、背もたれ１６のリクラインのし易さの可変の因
数である。調節可能な第２のリクラインばね９６が一定のレベルに設定されている場合、
体重の重い人は、体重の軽い人に比べてリクライン作用に対する抵抗が大きくなる。これ
により、ユーザーの体重とリクライン作用に対する抵抗との間に自動的な相関関係が得ら
れる。体格が普通の大部分のユーザーにとって、この自動的な調節機能は充分である。し
かしながら、ユーザーの体格は広い範囲に亘って異なるため、上述したようにクランプ調
節による別の調節が必要である。例えば、非常に長身で体重の軽い人は、その身長による
てこ作用により体重Ｗが少なくても背もたれ１６を容易に後方に移動させることができる
。
【００６３】
高さが正味増加することは、リクライン時ユーザーを上昇させて椅子のユーザーの目のレ
ベルをリクライン作用にかかわらず維持できるという利点がある。
【００６４】
椅子が完全なリクライン状態となると（第１の当接表面８８が第２の当接表面９０と係合
することにより決まる）、外囲フレームは依然として、椅子のユーザーにより印加される
付加的な力の作用化により撓曲することができる。上述したように、外囲フレームは８０
ｍｍ乃至１２０ｍｍの範囲で反ることが可能である。リクライン作用の間、背もたれに掛
かるユーザーの体重により最大２０ｍｍの反りが生じると考えられる。従って、リクライ
ン限界に到達しても、ユーザーは６０乃至１００ｍｍの範囲の外囲フレームの撓曲により
さらに反りを得ることができる。
【００６５】
図５５乃至６０に関連して後で説明するように、座部１４はその後部において座席案内手
段１４９により支持されているに過ぎず、前部は無支持である。図３２に示すように、移
行点１６１は座席案内手段１４９の前方端縁部１６０の背後に位置する。移行点１６１は
、座席案内手段１４９の平坦な上面１７８と前方に傾斜した先端表面２８５との間の境界
を形成する。座部１４９は、この位置で横方向に折り曲げ可能である。従って、移行点１
６１は、座部１４の後部と前部との間の分かれ目を画定する。座部１６は図５５乃至６２
に関連して説明するように座席の深さを調節するために前方及び後方において摺動可能で
あるため、座席の後部と前部との間の分かれ目は座席の深さに応じて変化する。
【００６６】
図３５は、背もたれ１６及び座部１４のリクライン作用により変化する曲率を示す。実線
は、着座した状態の前方作用位置を示す。点線はリクライン位置を示す。背もたれ１６は
リクラインすると、座席案内手段１４９は高さが正味増加し、後方への傾斜も増加する。
これにより事実上ユーザーの臀部がすっぽり嵌まり、リクライン作用の間前方に摺動しよ
うとするのを阻止する。座部１４はまた柔軟性があり、ユーザーの臀部は後方への傾斜が
増加するだけでなくその高さが正味増加しているため、座部１４の前部に対してユーザー
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の脚部を加算したさらに大きな体重が加わる。従って、座部１４は座席案内手段１４９上
の移行点１６１において横方向に折れ曲がる。このすっぽり嵌まる作用から最大の利点を
引き出すため、ユーザーは、臀部が背もたれに当接して、移行点１６１がユーザーの臀部
の殿溝にほぼ対応するように座席の深さを調節すべきである。従って、リクラインの間、
ユーザーの臀部は座部１４の後部と、背もたれ１６の下方領域との間にすっぽり嵌まり込
むと共に、座席の前部がユーザーの脚部の重量により前方に低下する。ユーザーの殿溝に
横方向の折り目をもってくることにより、ユーザーの脚部の後ろには望ましくない圧力が
加わらないようにされる。
【００６７】
背もたれの変形例－第２の実施例
図３６は、背もたれ１６′の変形例を展開図で示す。前の実施例と同様に、背もたれ１６
′は、背もたれ固着鋳造物４８′に連結された柔軟性のある外囲フレーム３４′を有する
。この実施例では、ばねキャリアが省略され、その代わりに外囲フレーム３４′の後部に
押圧される２つの一体的な板ばね１２８′が使用される。さらに、２つの補助ばね４５０
も設けられるが、この機能については後で説明する。
【００６８】
図３９ｃは、押しリンク１３９′の変形例を示す。押しリンクは弓形である。押しリンク
は、その一端に開口４５２を有し、この開口を介し押しリンクが駆動リンク１４１′に枢
動自在に連結される（図４１ａ，４１ｂを参照）。押しリンク１３９′のもう一方の端部
は、第１の当接表面４５６及び第２の当接４５８を有する段付き領域４５４である。段付
き領域４５４の前方には第１の対の滑動手段４６０がある。この対４６０の各滑動手段は
、押しリンク１３９′の対向する側面上に設けられている。第１の対の滑動手段４６０の
直下には、押しリンク１３９′の対向側面に設けた第２の対の滑動手段４６２がある。
【００６９】
図３７は、背もたれ固着鋳造物４８′の一方の側を詳細に示す。背もたれ固着鋳造物４８
′は２対の突起５０′を有し、これらの突起は組立ての目的のために外囲フレーム３４′
の整列開口（図示せず）と係合する。前の実施例と同様に、離隔した壁５４′は、後述す
る態様で板ばね１２８′が収納される前方に延びるチャンネル６４′を画定する。前方に
延びるチャンネル６４′は、チャンネル６４′の両側に２つの前方に延びる軌道４６４を
有する。軌道４６４はそれぞれ実質的に水平の棚部４６６よりなり、これらの棚部は押し
リンク１３９′と背もたれ固着鋳造物４８′の組立てた状態で下方に延びるフランジ４６
８で終端し、第１の対の滑動手段４６０は関連の棚部４６６の頂面に沿って滑動するよう
に配置され、一方第２の対の滑動手段４６２は関連の棚部４６６の底面の直下を移動する
。図３９ｃから分かるように、第２の滑動手段４６２の各々は下方に延びるフランジ４６
８の内側と当接する平らな当接表面４７０を有する。これが、軌道４６４に対する押しリ
ンク１３９′の摺動運動の前方の限界を画定する。
【００７０】
図３９ｄは押しリンク１３９′、背もたれ固着鋳造物４８′、板ばね１２８′、補助ばね
４５０及び外囲フレーム３４′を組立てた状態で示す。
【００７１】
図３１に関連してリクライン機構の動作を説明した。この動作は第２の実施例と実質的に
相違しないため、既に述べた図３１を参照した理解できるであろう。ユーザーの体重が座
部１４に掛かると、これが座席案内手段１４９により吸収され、それにより駆動リンク１
４１が駆動されてリクライン軸Ｒを中心として反時計方向に回転する。この実施例では、
駆動リンク１４１の回転により、押しリンク１３９′の開口がほぼ上方及び後方に移動す
る。このため、第１及び第２の対の滑動手段４６０，４６２が軌道４６４に沿って摺動す
る。補助ばね４５０及び板ばね１２８′は、第２の当接表面４５８が板ばね１２８′と接
触する前に、第１の当接表面４５６が補助ばね４５０と接触するように構成されている。
これは、ユーザーの体重Ｗが所定のしきい値を超えるまで、押しリンク１３９′が補助ば
ね４５０に押圧されていることを意味する。補助ばね４５０は、外囲フレーム３４′の剛
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性とは無関係である。従って、ユーザーの体重Ｗが所定のしきい値になるまで、外囲フレ
ーム３４′に対する剛性化効果はない。約５０ｋｇである所定のしきい値に到達した後、
押しリンク１３９′の第２の当接表面４５８は板ばね１２８′と接触する。板ばね１２８
′は、図３９ｄに示すように、最初は僅かに曲がった状態にある。板ばね１２８′は、図
３７から分かるように、前方に延びるチャンネル６４′の頂部にあるばね座４７４に対し
て押し付けられる。ばね座４７４は板ばね１２８′を一つけするために側方で凹んでおり
、一方図３９ｄの断面図で示すように頂部から底部にかけて凸状である。図示のように前
方に凸状であるため、ばね座４７４は、押しリンク１３９′が軌道４６４を後方に移動す
るにつれて板ばね１２８がそれを中心として撓曲する点を画定する。第１の実施例と同様
に、ばね１２８′がその下方端部から押されてばね座４７４を中心として撓曲すると、ば
ね座４７４の上方で、外囲フレーム３４′の背後に対して押圧され、それにより外囲フレ
ーム３４′の剛性が増加する。さらに、第１の実施例と同様に、ある特定の点で、押しリ
ンク１３９′及び／または板ばね１２８′は背もたれ固着鋳造物４８′に押圧されると、
さらに運動は不可能となる。これが、板ばね１２８′の張力限界を画定する。
【００７２】
図３９ｂは、補助ばね４５０の一例をさらに詳細に示す。補助ばねは板ばねであり、その
拡大頭部４７８がその両側に２つの湾曲部４８０を有する。湾曲４８０は、前方に延びる
チャンネル６４の両側にある対向する相補的な位置決めブロック４８０と協働する。
【００７３】
図４１ａは、リクライン機構のある特定の部品を示すが、外囲フレーム３４′と背もたれ
固着鋳造物４８′図解を分かり易くするため省略されている。前の実施例と同様に、駆動
リンク１４１′は、その中間点で主トランサム２２′に摺動自在に装着されている。押し
リンク１３９が固着された端部とは反対の駆動リンク１４１′の端部は、座席案内手段１
４９′と摺動自在に連結されている。同様に、前方支持リンク１５１′は、座席案内手段
１４９′と主トランサム２２′との間に連結されている。この実施例では、駆動リンク１
４１′と前方支持リンク１５１′が１またはそれ以上の直立軸の周りで湾曲すると共に第
１の実施例で説明したように水平な横方向軸の周りで湾曲している。これにより、図４３
に示すように座席案内手段１４９′がさらに複雑な形状をもつことになる。
【００７４】
　座席パネル－第１及び第２の実施例
　図４６は、椅子のいずれの実施例への使用も好適な座部１４の好ましい実施例を示す斜
視図である。座部１４は柔軟性のあるプラスチックパネルであり、その柔軟性は図示のス
ロットの構成により改善されている。プラスチックパネルは、ＰＰＲのような射出成形プ
ラスチックである。
【００７５】
　座席パネル１４は図４７－４９のコンピュータ作成図面で平らなパネルとして示すが、
この座席パネルは、実際は 図５０乃至５４の種々の断面を示す概略図から分かるように
実際は皿形である。図５０は、圧延により形成した端縁部を有する一般的に湾曲の形状を
示す座席パネル１４の中間部の縦方向断面図である。この端縁部は寸法Ａだけ下がってい
る。図５１は、座席パネル１４の側縁部を示す。この側縁部は中間部よりも平らである。
さらに、前方端縁部は、Ａよりも大きい寸法Ｂだけ下がっている。図５２は、座席の後部
から約１５０ｍｍの所の横方向断面図であり、図面５３は、前方端縁部から１２０ｍｍの
所の横方向断面図である。これは、本質的に、平らである。従って、前方端縁部から１２
０ｍｍだけ後ろの座席の後部はユーザーに心地よさを与えるために本質的に皿形であり、
一方その前方は、座席部分が前方向に下方に傾斜している。さらに、図５４から分かるよ
うに、前方端縁部も、側部の方へ下方に傾くように湾曲形状である。
【００７６】
　図５０－５４に示す図は、座席パネル１４の成形した形状を示すに過ぎない。この座席
パネルは、ユーザーに適応してユーザーの運動に応答するように柔軟性を有する。座席パ
ネル１４の、図４６に示すスロットの構成は、座席パネル１４の柔軟性を増加するように
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設計されている。パネルの前半分のスロットの構成は、横方向の折り目に沿う折り曲げを
容易にするように設計されている。特に、スロットは座部１４の横方向に延びる一連の離
隔した波状ライン１６３に沿うように配置されており、中央部は前方向に凸状であり、外
側部分は前方向に凹状であることが分かる。スロット１６３のラインは不連続である。上
述したように、座部１４は少なくとも後部が皿形である。この皿形は、座席のユーザーに
より強調される。離隔した一連の波状ライン１６３は、座席パネル１４を、後部が皿形で
あっても横方向に折り曲げるのを可能にする。さらに、前部のコーナーに、スロットのパ
ターン１６４が、横方向の波状ライン１６３の曲率に従ってコーナーを対角線方向に延び
るようになっている。このようにすると、ユーザーが脚部を一方の前のコーナーへ移動さ
せると、スロット１６４の対角線構成により、前のコーナーがユーザーの脚部の重量によ
り折り曲げられる。
【００７７】
パネルの後ろ半分では、スロットは、ユーザーの座骨突起部に適応するようなパターンに
配置されている。特に、スロットのパターンは、その位置がユーザーの座骨突起部に対応
する（ユーザーが座席の深さを適切に調節して正しく座っていると仮定して）２つの離隔
したほぼ矩形の領域１６２を与える。これら２つの領域１６２は横方向のスロットパター
ンを中断させている。各領域は、一連の縦方向に延び横方向に離隔した波状ラインを構成
するスロットよりなる。スロットのラインは不連続である。各領域１６２におけるスロッ
トの縦方向の配置により、スロットの縦方向のライン間の残りの材料は互いに離れるよう
に広がり、それにより座席のユーザーの各座骨突起部に対して１つのポケットを形成する
ことができる。
【００７８】
　図４７は、座席パネル１４の下側に設けられた縦方向補剛ウエブ１６５を示す。５つの
補剛ウエブがあり、２つは対向する側縁部に沿って配置されている。そしてさらに別の２
つは、対応する側縁部から６５ｍｍの所の各側部に配置されている。そして残りの１つが
中央にある。縦方向の補剛ウエブは、補剛ウエブの高さがテーパー終了点１６６まで徐々
に減少し始めるテーパー開始点１６４まで座部の後ろ端縁部から高さが一定である。（し
かしながら中央のウエブは早く終端する）。座部１４は、図５５乃至６０に関連して説明
したように深さの調節を可能にする。座部は、座席案内手段１４９上の移行点１６１を中
心として横方向に折り曲がる。
【００７９】
座席パネル１４が小さい人に合うように後方位置にある場合、その領域の移行点１６１に
おける補剛リブの深さは浅く、撓曲に対する抵抗は僅かである。一般的に、これは小さく
て体重の少ない人に適している。しかしながら、大きな人では、座席パネルは座席案内手
段１４９に関連してさらに前方に配置される。移行点１６１の位置の補剛リブの深さはよ
り深く、そのため撓曲に対する抵抗が大きい。これは大きなそして体重の多い人に適して
いる。
【００８０】
テーパー開始点１６４は、座席が大きな人に合うようにその完全前方位置にある時移行点
１６１に対応する位置である。テーパー終了点１６６は、小さい人に合うように座席が最
も後方位置にある時の座席案内手段１４９の移行点に対応する位置である。テーパー開始
点１６４とテーパー終了点１６１は、それらの間に移行領域を画定する。横方向の折り目
は、座席の深さに応じて、移行領域内のある範囲の位置にある。横方向に延びるスロット
の波状ラインのパターンは、少なくとも移行領域を延びる。
【００８１】
　図４７も、横方向の補剛ウエブ１６８を示す。補剛ウエブ１６８は、横方向の波状スロ
ット１６３のパターンに追従する。上述したように、座席パネルは皿形に成形されている
。しかしながら、特に、座部の前部の縦方向軸の周りでは曲率を制限するのが望ましい。
従って、横方向の補剛ウエブ１６８は、ユーザーの体重により横方向に折り曲がりがない
ようにして前部の形状を保持する手助けとなる。さらに、後方のウエブが、図４７に示す
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ように下側の座席パネル１４の後方に沿って設けられている。
【００８２】
図４９は、１つの側縁部に沿う特徴の構成を詳細に示す。２つの縦方向ウエブ１６５の間
には、テーパー開始点１６４とテーパー終了点１６６の間の線上に延びる一連のスペーサ
ーブロック２７０がある。各スペーサーブロック２７０の間には、頂部の方へ広がるウエ
ッジ形のギャップ２７２がある。図５５乃至６０に関連して説明するように、座席パネル
１４は座席キャレッジ１６７の上方に収まる。座席案内手段１４９に関する座席キャレッ
ジ１６７の位置に応じて、通常は、座席キャレッジ１６７の前方に座席案内手段１４９（
板ばね２８５を含む）の前部が存在する。座席パネル１４の後部は座席キャレッジ１６７
の上方に固定されるため、座席キャレッジ１６７の前方に、座席案内手段１４９と座席パ
ネル１４との間のギャップが存在する。スペーサーブロック２７０はこのギャップ内に延
びる。座席パネル１４が折り曲がると、スペーサーブロック２７０が座席案内手段１４９
の頂部に押し付けられる。スペーサーブロック１７０も図示のように高さがテーパーして
いることが分かる。さらに、スペーサーブロック２７０は、ウエッジ形ギャップ２７２の
側壁が一旦互いに係合すると、さらに曲率が増加しないため、横方向の折り目に沿う座席
パネルの最大の曲率を画定する。防護手段がスペーサーブロック２７０に沿って延びて、
ユーザーの指が捕捉されないようにする隔壁を提供する。
【００８３】
座席の深さ調節機構
図５５は、座席の深さ調節機構の主要構成要素を示す。座席案内手段１４９は、前述した
四棒リンクの１つの構成要素である。座席の両側に２つの座席案内手段１４９が存在する
。これら２つの座席案内手段１４９は、摺動可能な座席キャレッジ１６７を案内する。図
４７－５４に示す座席パネル１４の後部は、キャレッジ１６７に固着されている。この座
席パネル１４の後ろ半分だけが、座席キャレッジ１６７に固定される。座席パネル１４は
、座席案内手段１４９上の座席キャレッジ１６７の摺動佐用により前後に移動可能である
。
【００８４】
図４９に示すように、座席パネル１４の下側のスペーサーブロック２７０の後方には縦方
向に延びるリブ２７４と、縦方向に延びるリブ２７４の後方に離隔した短いタブ２７６が
ある。リブ２７４は、座席キャレッジ１６７のチャンネル２７８（図５５を参照）内で係
合し、タブ２７６は、座席キャレッジ１６７上において後方に位置する凹部２８０内のス
ナップ嵌合連結部である。さらに、４つの離隔した保持タブ２８２はキャレッジ１６７の
下側と係合する。保持タブ２８２は、座席キャレッジ１６７と係合する座席パネル１４を
保持し、一方縦方向リブは主な荷重支持部分である。
【００８５】
図５５は、高さを調節可能な空気ばね１４５の制御機構を示す。高さ調節制御レバー１６
９は、右側の座席案内手段１４９の外側で枢動可能に取り付けられている。高さ調節制御
レバー１６９の枢動運動は、制御ケーブル１７２の一端に連結された高さ調節制御アクチ
ュエータ１７０により再現される。制御ケーブル１７２のもう一方の端部は、空気ばね１
４５の上方端部に連結されている。ユーザーが高さ調節制御レバー１６９を持ち上げると
制御ケーブル１７２が従来の知られた対応で空気ばねを解放し、座席のユーザーが彼の条
件に合うようにザブ１４の高さを調節する。
【００８６】
図５６は、座席キャレッジ１６７の左側を示す詳細図である。座席案内手段１４９は、プ
ラスチックの座席案内ライナー１７６を有する。座席案内ライナーは細長い構造であり、
上方の滑動表面１７８と内側の滑動表面１８０とを有する。内側の滑動表面１８０は、金
属部品の座席案内手段１４９の内側から離隔しており、周囲の壁１８２が内側の滑動表面
１８０をそれから離隔した関係に維持する。座席案内ライナー１７６はそのため、内側滑
動表面１８０の背後で中空である。上方の滑動表面１７８は、座席案内手段１４９の金属
部分の上面の継手内に需要されるため、上方の滑動表面１７８は座席案内手段１４９の金
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属部分の上面と隣接している。座席案内ライナー１７６は、座席キャレッジ１６７を滑り
やすくするための軸受け表面を提供する。このようにしてそのため、座席案内ライナー１
７６はナイロンまたはアセタルよりなる。椅子の右側にも対称的な構成が提供されること
が分かる。
【００８７】
座席キャレッジ１６７は一体的な鋳造アルミニウムよりなり、２つの離隔した摺動手段の
各々はそれぞれの座席案内手段１７９と係合する。各摺動手段は、ほぼＬ字形であり、内
壁上の直立滑動表面１８６が内側の滑動表面１８０と摺動係合し、水平な滑動表面１８７
が上方の滑動表面１７８と係合する。キャレッジは、椅子の中央の直立で縦方向に延びる
平面に関して対称的である。右側及び左側の２つの摺動手段は対向するものである。２つ
の摺動手段は、横方向に延びる支持手段１９０により接合されている。
【００８８】
内側滑動表面１８０は、内側の滑動表面１８０から延びる一連の小アーチを有するように
成形されている。小アーチ１８４は内側に突出して（椅子全体に関して）座席キャレッジ
１６７の直立滑動表面１８６に押圧される。小アーチは任意のパターンに配列可能である
が、内側滑動表面１８０の長さ方向で互い違いであるのが好ましい。両方の座席案内ライ
ナー１７６は、キャレッジ１６７の関連の直立滑動表面１８６に押圧される内側にのびる
小アーチを有する。小アーチ１８４はそのためキャレッジに作用して、キャレッジ１６７
を２つの座席案内手段１４９の間の中心に配置するようにする。さらに、部品が正確に仕
上げられていない場合、可撓性の小アーチ１８４が直立滑動表面１８６と内側滑動表面１
８０の間のたるみを吸収する。これにより、キャレッジ１６７が座席案内手段１４９内で
引っ掛かるのが防止される。
【００８９】
図５７は、椅子の深さ調節のための制御機構を示す。両方の摺動手段１８５の内壁は、一
連の離隔したノッチ１９２を有する下方端縁部を有する。椅子の深さ調節棒１９４は２つ
の歯１９６を備えており、その各々の歯は棒１９４の両端部に形成されている。座席の深
さ調節棒１９４は、歯１９６がそれぞれのノッチ１９２と係合するラッチ位置と、キャレ
ッジ１６７が座席案内手段１４９に沿って自由に摺動できる非ラッチ位置との間で移動可
能である。座席の深さ調節棒１９４は、座席の深さ調節ボタン２００により制御される。
座席の深さ調節ボタン２００は、ばね（図示せず）の偏倚力に抗してラッチ位置から移動
可能であり、座席の深さ調節棒１９４を、歯１９６がノッチ１９２と係合しない非ラッチ
位置へ移動させる。その後、座席キャレッジ１６７は適当な座席の深さが得られるまで摺
動可能であり、この深さが得られるとユーザーは座席の深さ調節ボタン２００を開放して
歯１９６が最も近いノッチ１９２と係合できるようにする。
【００９０】
座席キャレッジ１６７から垂下する突出部として形成された座席の深さ停止手段１７４（
図５５を参照）は、それが、調節棒１９４または調節棒１９４の端部を需要するスリーブ
５８と係合する時座席キャレッジ１６７の前方位置を決定する。後ろの限界は、座席案内
手段１４９から内方に延びて座席キャレッジ１６７のスロットと係合するピン（図示せず
）により画定される。このスロットは、座部の最も後方の位置で継手と係合する停止手段
を画定するように機械加工される。
【００９１】
図５８，５９は、座部１４の延長位置及び交替位置をそれぞれ示す。
【００９２】
座席の深さの調節－第２の実施例
図６１及び６２は、座席キャレッジ１６７′及び座席案内手段１４９′の変形例を示す。
座席キャレッジ１６７は、第１の実施例で説明したような２つの離隔した摺動手段を備え
た一体的な鋳造アルミニウム構成であり、２つの摺動手段はそれぞれ座席案内手段１４９
′と係合する。２つの摺動手段は、図示のような一連の横方向に延びるリブを備えた一体
的な？？？により接合されている。
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【００９３】
前の実施例と同様に、座席案内手段１４９′は、座席キャレッジ１６７′のそれぞれの案
内手段と摺動自在に係合する上方滑動表面１７８′及び内側滑動表面１８０′を備えた座
席案内ライナー１７６′を有する。座席案内ライナー１７６は、図６２ｂ及び６２ｃに関
連して詳細に説明する。
【００９４】
図６１に示すように、椅子の第２の実施例は、右側に（図の左側）制御レバー１６９′を
有する。このレバー１６９′は、座席の高さ及び深さの両方を調節する複動アクチュエー
タである。制御レバー１６９は、右側の座席案内手段１４９′の外側に枢動自在に取り付
けられている。
【００９５】
制御レバー１６９′は、右側の座席案内手段１４９′の内側に取り付けられた複動アクチ
ュエータ１７０′を作動させる。アクチュエータ１７０′は、第１のアクチュエータ部分
１７０ａと、第２のアクチュエータ部分１７０ｂとを有する。
【００９６】
第１のアクチュエータ部分１７０ａは、空気ばね１４５′の上方端部に連結されたケーブ
ル１７２′と連結されている。ユーザーが制御レバー１６９′を上昇させると、制御ケー
ブル１７２は従来の知られた対応で空気ばねを開放し、座席のユーザーが彼の条件に合う
ように座部１４の高さを調節できる。
【００９７】
第２のアクチュエータ部分１７０ｂは、ケーブル４８８を介して枢動自在の爪４９０に連
結されている。この爪は、座席キャレッジ１６７′の下側に形成されたラック４９２の複
数の歯の任意のものの間で係合可能である。爪及びラック４９０，４９２は、図６２で示
すように座席キャレッジ１６７′のもう一方の側にも同じものがある。ケーブル４８８は
右側の爪４９０から座席キャレッジ１６７のもう一方の側へ延びて、２つの爪４９０を同
時に作動できるようにする。ユーザーは、制御レバー１６９′を押し下げて第２のアクチ
ュエータ部分１７０ｂを作動することにより、２つの爪をばねの偏倚力に抗して関連のラ
ック４９２の歯との係合関係から離脱させる。そうすると座席キャレッジ１６７′は、適
当な座席の深さが得られるまで摺動し、それと共にユーザーは制御レバー１６９′を開放
して各々の爪４９０を関連のラック４９２と係合させることができる。
【００９８】
図６１はまた、美的な理由で主トランサム２２′の前方を蛇のように延びるように形成さ
れた前方カバー４９５を示す。このカバー４９５は、図６２ｂ及び図６２ｃから分かるよ
うに一体的に形成されたボス４９７を用いることにより両側で座席案内手段１４９′に結
合されている。
【００９９】
上述したように、図６２ｂに示す座席案内手段１４９′は、座席案内ライナー１７６′を
有する。座席案内ライナー１７６′は、上方滑動表面１７８′と、内側滑動表面１８０′
とを有する。従って、座席滑動ライナー１７６′は本質的にＬ字形である。内側滑動表面
１８０には、一連の離隔した一体的な可撓性突出部５００が設けられている。一体的な可
撓性突出部５００は内側に向いている。座席案内ライナー１７６′は、図６２ｃに示すよ
うに座席案内ライナーの金属を支持する部分の上に支持されている。内側滑動表面１８０
は、座席案内手段１４９′の支持部分の内側から離隔した位置にある。さらに、座席案内
手段１４９′の支持部分は、３つの離隔した台５０２を有する。一体的に可撓性突出部５
００はランプのような形状であり、その端部は関連の台５０２と係合する。そのため、大
部分の内側滑動表面１８０′は座席案内手段１４９′の支持部分から離隔した関係で可撓
的に保持される。
【０１００】
第１の実施例の図５９から分かるように、座席案内手段１４９の上面と、座席パネル１４
から延びるスペーサーブロック２７０との間にはギャップが存在することが分かる。この
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ギャップは、ユーザーが指を挟む可能性のあるキャップである。従って、図６２ｂに示す
ように、座席案内ライナー１７６′に櫛のような移動自在の部材５０４が組み込まれてい
る。この櫛のような部材５０４は上方滑動表面１７８′と隣接する上面と、下方に延びる
複数の枝５０６とを有する。これらの枝は、座席案内手段１４９′の金属支持部分に形成
された一連の窪み５０８に需要される。櫛のような移動自在の部材５０４は柔軟性を有し
、通常は、座席案内手段１４９′の先端部２８５と垂下するスペーサーブロック２７０′
との間のギャップを埋めるように延びる。例えば、図６３を参照すると、ユーザーの体重
はまた座席パネル１４に掛かっておらず、従って座席パネル１４は櫛のような部材５０４
の上部に係合するようになっていない。さらに、垂下するスペーサーブロックはこの図で
は見えないが、その理由は座席パネル１４が、スペーサーブロック２７０′のＶ字形ギャ
ップに指が挟まれないようにするための周面防護手段を備えているからである。ユーザー
の体重が座席パネル１４の前方にかかると、スペーサーブロック２７０′は櫛のような部
材５０４に対して押圧され、この部材は、座部１４が横方向の折り目を中心として折り曲
がると撓む。このようにして、櫛のような部材５０４は、座席パネル１４と座席案内手段
１４９′との間にユーザーの指が挟まる可能性を軽減するさらに別の防護手段を提供する
。しかしながら、櫛のような部材５０４は座席パネル１４の横方向の折り曲げを妨害しな
い。
【０１０１】
図６３は、座席パネル１４をその内側後退位置で示し、一方図６４は座席パネル１４を外
側の最も伸長した位置で示す。
【０１０２】
腰部支持機構
図６６は、腰部支持機構３６の主要な構成要素を示す背もたれ１６の斜視図である。腰部
支持機構３６は腰部支持パネル２０７を有する。腰部支持パネル２０７には、Ｃ字形のチ
ャンネル２０９の２つの離隔した直立軌道が設けられている。腰部支持パネル２０７は水
平方向に延びる水平スロットを有することが分かる。しかしながら、別の実施例（図示せ
ず）では、スロットは垂直に延びることもある。腰部支持パネル２０７は、椅子のユーザ
ーが高さを調節できるように把持バー２１１を有する。腰部支持パネル２０７はナイロン
のようなプラスチック材料で一体的に形成される。
【０１０３】
図６７から分かるように、一対のヒンジ２１４が背もたれビーム４６に装着されている。
ヒンジ２１４は背もたれビームに沿う離隔した位置に、１つは左側もう１つは右側に装着
されている。図６８は、これらのヒンジ２１４を詳細に示す。ヒンジ２１４は旋回部材２
１７が枢動自在に装着された短いアーム２１５よりなる２つの部材よりなる部品である。
短いアーム２１５は、側壁２１６と中間のウエブ２１８よりなる一体的に鋳造された金属
部品である。短いアームの一端の側壁２６には整列開口２２０が設けられている。これら
の開口２２０は円形ではなくて、後述するように腰部支持機構を効率的に作動させるため
僅かに細長い形状である。
【０１０４】
スイベル２１７は、短いアームのもう一方の端部において数軸２２１を中心として枢動可
能に装着されている。スイベル２１７は、プレート状の部材と、短いアームの端部から突
出する２つのボール状の部材２２２を有する。ボール状の部材２２２は、腰部支持パネル
２０７の腔部に設けた同じチャンネル２０９と係合する形状である。各ヒンジ２１４は、
整列開口２２０を貫通するピン（図示せず）だけでなく背もたれビーム４６に設けた２つ
の整列開口２２４により背もたれビーム４６に連結されている。開口２２４は円形で、ピ
ンもまた円形断面を有する。これにより、ヒンジ２１４は枢動するだけでなく整列開口２
２０の形状により画定され短い範囲内で並進運動を行うことができる。
【０１０５】
図６９に示すように、各ヒンジの２つのボール状部材２２２は、１つのチャンネル２０９
に需要される。それにより、腰部支持パネル２０７はヒンジ２１４上で摺動可能である。
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椅子のユーザーは、把持バー２２２を把持して物理的にパネル２０７を上下に摺動させる
ことにより、腰部支持パネル２０７の位置を調節することが可能である。
【０１０６】
パネル２０７は、背もたれ固着鋳造物４８の頂部に当接して、この鋳造物が、ボールがチ
ャンネルから離脱するまで下方に摺動するのを停止する。さらに、キャップ（図示せず）
はチャンネル２０９の頂部を閉じるものである。
【０１０７】
図６９は、ばねユニット２２６よりなる偏倚装置の好ましい実施例を示す。各ヒンジ２１
４は、それに関連するヒンジ２１４と腰部支持パネル２０７を前方向に偏倚するためのば
ねユニット２２６を有する。ばねユニット２２６は２つの第１バー２２８を有する（その
１つだけを図６９に示す）。第１のバー２２８は、ヒンジ２１４の側壁２１６間に需要さ
れる。２つの第２バー２３０は背もたれビーム４６に押し付けられる。２つのばね部分２
３２は、２つの第１バー２２８を２つの第２バー２３０から離れる方向に偏倚することに
より、腰部支持パネル２０７を椅子の前方に偏倚させる。各ばねユニット２２２はばねワ
イヤから製造した一体的な構造のものである。
【０１０８】
腰部支持パネル２０７は、ユーザーの脊椎の形に合致するように、図６７に示す一般的に
湾曲した構造を有する。完成した椅子では、背もたれの外囲フレーム３４は、その開口に
網状織物を張り巡らせたものであり、これが背もたれ１６の前方表面を画定する。腰部支
持パネル２０７は、その前表面にパッド（図示せず）を設けるのが適当である。腰部支持
パネル２０７の前表面またはパッドの前表面（適宜の場所）は、網状織物の背後にある。
ユーザーが椅子の背もたれに対してもたれ掛かると、網状織物が幾分伸びて、ユーザーの
腰の脊椎領域がばねユニット２２２の偏倚力に抗して腰部支持パネル２０７により支持さ
れる。このため、ユーザーの脊椎の腰部領域には約５ｋｇの小さな力が掛かる。これは、
椅子のユーザーにとって心地よさを与えるものと考えられる。それにより、腰部支持パネ
ル２０７は椅子のユーザーに浮動感覚の支持を与える。ヒンジは、ユーザーがもたれ掛か
る背もたれの側がいずれであるかに応じて、互いに独立に整列開口２２０を中心としてあ
る程度枢動する。さらに、腰部支持パネルは、２つの数軸２２１の間の水平軸を中心とし
て枢動可能である。
【０１０９】
図７０及び７１は、チャンネル２０７の基部に埋め込むことのできる波形の条片を示す。
この条片は一体的な成形プラスチックである。波形条片の上表面はうねっており、そのう
ねりの窪みはヒンジ２１４のボール状部材２２２の位置を決める働きがある。ボール状部
材は、チャンネル２０９の端縁部における内向きのリップ２３７によりチャンネル２０９
内に保持される。波形条片は可撓性プラスチック材料よりなる。波形条片の盛り上がった
部分は、変形を受けてボール状部材２２０の各々が盛り上がった部分２３５に亘ってチャ
ンネル２０９沿い移動するのを可能にする。波形条片２３４は、チャンネル２０９の基部
の定位置に張り付けられる。或いは、波形条片の外形をチャンネル２０９の基部に合うよ
うに一体的に成形してもよい。
【０１１０】
図７２は腰部調節機構２４５の変形例を示すが、この調節機構は、ばねユニット２２６に
加えてユーザーが調節可能な袋状ユニット２４７を有する。ばねユニット２２６は弱いば
ねユニットの代替物である。或いは、袋状ユニットをばねユニット２２６の代わりに用い
てもよい。袋状ユニットはそれぞれ、図７３に示すような膨脹可能なベローズである。各
ベローズ２４７は、背もたれビームと、それに対応するヒンジ２１４との間に置かれてい
る。各ヒンジ２１４のウエブ２１８の後部は、ベローズ２４７を収納する円形の凹部（図
示せず）を有する。両方のベローズ２４７は、腰部支持パネルの僅かに変更した実施例を
示す図７４に示すように把持バー２１１ｂの下側に配置したユーザーが作動可能なポンプ
（図示せず）にリンクされている。適当なポンプは例えば、米国特許第５，３７２，４８
７号に記載されている。このポンプＰは導管により両方のベローズ２４７に接続される。
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両方のベローズ２４７はＴ型接続手段によりベローズ２４７の膨脹を等価する。Ｔ型接続
部によりリンクされてベローズ２４７の膨脹を等価する。
【０１１１】
ポンプは図７４には示さないが、ポンプを作動する押し下げ可能なレバー２４９を把持バ
ー２１１ｂの下側に示す。押し下げ可能なレバー２４９は、把持バー２１１ｂの下側の中
心に配置した共通の数軸を中心として枢動可能に装着されている。各ポンプＰは、関連の
レバー２４９と、把持バー２１１ｂの下側との間の支持したところに配置される。ポンプ
Ｐを作動するには、ユーザーはいずれかのレバー２４９の外端を押し下げてポンプＰによ
りベロー２４７を膨脹させる。ベローズ内の空気の量が多すぎて腰部支持パネルが前方に
延び過ぎる場合、椅子のユーザーは各レバー２４７に関連する圧力逃し手段２５０を作動
して一部の圧力を解放することができる。各圧力逃し手段２５０は、ベローズ２４７から
圧力を解放するためにベローズ２４７に通じる導管内の弁と関連がある。
【０１１２】
従って、椅子のユーザーは、ベローズ２４７の膨脹を調節することにより、腰部支持パネ
ル２０７ｂの前方位置を調節できる。ベローズ２４７は空気充填タイプであるため、固有
の可撓性を有するが、その理由は椅子のユーザーが腰部支持パネル２０７ｂに体を押し付
けると空気がベローズ２４７内で圧縮されるからである。
【０１１３】
腰部支持機構－第２の実施例
図７５乃至７９に示すように、椅子の第２の実施例に用いる腰部支持機構３６′は、図６
５乃至７１に関連して説明したものと大きな違いはない。従って、部品の機能が実質的に
同じであれば、その部品をプライム記号を付して同じ参照番号で示す。従って、第２の実
施例の腰部支持機構はその詳細については説明しない。図７６及び７７を調べると分かる
ように、主要な相違点の１つはヒンジ２１４の形状である。各ヒンジは、ピンにより枢動
自在に装着されるのではなくて、ヒンジ２１４′のアーム部分２１５′の側壁２１６から
延びる２つの突起５２０を有する。従って、背もたれビーム４６′の開口２２４′は細長
く、これによりヒンジ２１４′を枢動させるだけでなく並進させることができる。
【０１１４】
さらに、ばねユニット２２６′の形状は、第１の実施例と比べて変化している。ばねユニ
ット２２６は、依然として、ヒンジ２１４′を前方に偏倚するように同じ対応で機能する
。しかしながら、ヒンジユニット２２６′は細長いＵ字形ばね部分５２２を有する。図７
６の展開図から分かるように、ヒンジユニット２１４′は背もたれビーム４６′の両側に
取り付けられて、２つの細長いＵ字形ばね部分５２２が背もたれビーム４６′の中心の方
へ内方に延びるようになっている。
【０１１５】
背もたれビーム４６′は、図７８に示す腰部優先制御装置５２６をその前側に装着する。
腰部優先制御装置５２６は、後壁５２８と、戻りフランジ５３２を有する低壁５３０とを
有する。戻りフランジ５３２は、腰部優先制御装置の摺動運動を制御するために背もたれ
ビームの基部４６ａの前方端縁部と係合する。腰部優先制御装置５２６は、背もたれビー
ム４６′に沿って横方向に摺動可能である。腰部優先制御装置５２６はさらに、後壁５２
８からの前の間隔を変更する一連の３つの離隔した平坦部分５３４を有する。Ｕ字形ばね
部分５２４の遠隔端部は、腰部優先制御装置５２６の共通点で終端する。腰部優先制御装
置５２６の横方向位置に依存して、Ｕ字形ばね部分５２２の遠隔端部は、３つの平坦部分
５３４のうちの任意の１つの所に配置される。平坦部分３４上のＵ字形部分５２２の遠隔
端部の位置は、各ばねユニット２２６′のばね張力を決定して、これによりヒンジ２１４
、従って腰部支持パネル２１７′にかかる前方向の偏倚力を決定する。
【０１１６】
腰部優先制御装置５２６は、一対の位置調節突出部５２６ａを有し、この一方または両方
をユーザーが把持して優先制御装置５２６を背もたれビーム４６′に沿って摺動すること
ができる。
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【０１１７】
図７０及び７１に関連して説明したものと同様な波形条片を、図７９に示す腰部支持パネ
ル２０７′のチャンネル２０９′の基部に埋め込むことが可能である。腰部支持パネル２
０７′は半透明の材料で製造すればよい。
【０１１８】
図８０は、図７０に示す腰部支持パネル２０７′の前面に固着される腰部クッション５４
０の一例を示す。腰部クッション５４０は可撓性で柔軟性のある材料で形成される。腰部
クッション５４０は、第１のシート５４２？？？第２のシート５４４から実質的に平行な
関係で離隔したものである。第１のシート及び第２のシート５４２，５４４は実質的に同
じサイズであり、重疂関係に配置されている。第１のシート５４２と第２シート５４４は
図示のように矢印形の離隔ウエブ５４６で分離されている。腰部クッション５４０は横方
向の中心線５４８を有する。横方向の中心線５４８の両側の大部分のウエブは、横方向の
中心線５４８から離れる方向に向いている。この唯一の例外は、各端部にある２つのウエ
ブ５４６で、これらは横方向の中心線５４８の方に向いている。
【０１１９】
ウエブ５４６は、可撓性且つ柔軟性を有し、第１のシート５４２と第２のシート５４４斗
の間の緩衝作用を行う。さらに、ウエブ５４６の矢印部分は、ウエブ５４６の耐座屈性が
既に克服されていることを意味する。これとは対称的に、ウエブを真っ直ぐにした場合、
初期の耐座屈性が克服されるため、第１のシート５４２を第２のシート５４４の方へ押し
下げるとよりがたがたするであろう。矢印の部分５４６は柔らかく、心地良いクッション
効果を与える。
【０１２０】
装飾
図８１は、外囲フレーム３４の直立部材３８の好ましい断面図を示す。
【０１２１】
上述したように、外囲フレームの直立部材はそれぞれ、板ばね１２８が設けられる後ろ向
きに開いたチャンネル４４を有する。直立部材３８はまた、前に述べた後ろに開いたチャ
ンネル４４よりも狭い第２の後ろに開いたチャンネル２５２を有する。第２の後ろに開い
たチャンネル２５２は、固着用条片２５４を利用する。固着用条片２５４は、図示のよう
な形状の押しだし成形した可撓性のあるプラスチック材料である。固着用じょうけん２５
４は縦方向のリップ５５０を有し、このリップはチャンネル２５２の１つの壁に沿って設
けられた保持部分５５２と係合して、固着用条片２５４のチャンネル２５２内への保持を
手助けする。固着用条片２５４はまた、リップ５５０が保持部分５５２と係合するとチャ
ンネル２５２の端縁部を延びる部分２５８を有する。網状の織物２６０は、固着用条片２
５４を背もたれ１６の両側の第２の後ろ向きに開いたチャンネル２５２内に固定すると、
網状の織物２６０が外囲フレームに亘って比較的ピンとはられるようなサイズである。網
状織物２６０の頂部もまた、同じように頂部の後ろ向きに開いたチャンネル２５３内に保
持される。網状織物２６０の底部も、同様に、後ろ向きに開いたチャンネル２５５内に保
持される。固着用条片２５４は外囲フレーム３４の全周に亘って延びる立体的な条片であ
る。
【０１２２】
上述したように、外囲フレーム３４は、特に、ユーザーの腰部領域に対応する領域の周り
で柔軟性のある構成を有する。さらに、網状織物は外囲フレーム３４に亘ってぴんと張ら
れている。フレームは柔軟でなく網状織物２６０がぴんと張られるため外囲フレーム３４
の直立部材３８が収縮することが重要である。従って、背もたれビーム４６は座席のユー
ザーの腰部領域にほぼ対応するような位置にある。これにより、外囲フレーム３４が撓曲
する特に腰部領域において直立部材３８の間隔が維持される。ユーザーの腰部領域に近い
外囲フレーム３４の撓曲は外囲フレーム３４の肩もちばり連結によるだけでなく外囲フレ
ーム３４の波形の形状により促進される。
【０１２３】



(24) JP 4958352 B2 2012.6.20

10

20

30

40

50

網状織物２６０はある程度の可撓性を有するが、これは多少限られている。網状織物はか
なりの超機関に亘って聴力を維持できることが好ましい。網状織物２６０は張り過ぎない
ことが望ましい。このため、撓曲の中立軸を外囲フレーム３４の直立部材３８の前面に近
くするのが望ましい。従って、外囲フレーム３４の断面はその材料の大部分が前面に配置
され、直立部材３８の前面の方のできるだけ近くで撓曲が生じるようにするように設計さ
れている。撓曲が発生すると、腰部領域のチャンネル２５２を画定する壁が幾分圧縮され
る。さらに、チャンネル２５２の２つの壁が互いに近付く方向に一部撓曲する。
【０１２４】
上部パッド組立体
座席パネル１４および背もたれ１６が座席のユーザーに心地よさを与えるように設計され
ているが、椅子の見栄えの良さもまた重要である。ユーザーが近付くと、柔らかいパッド
で装飾された椅子は、椅子のパネルと背もたれのピンと張った網状織物とよりなる椅子と
比べると、例えそれらが共に長い時間の間同じ心地よさを与える性能を有するとも、視覚
的により心地良い。従って、図８８に示すように上部パッド３３０が開発されている。上
部パッド３３０は、椅子の背もたれ１６の上を覆い、網状織物２６０をカバーする。上部
パッド３３０は椅子に組み込んでもよい。或いは、上部パッドを既存の椅子に取り付けて
もよい。上部パッド３３０は、例えば皮のような２枚のシートにより形成された装飾用パ
ッドであり、一方の端部で開いたポケットを形成するように従来の態様で縫製されている
。フォームの層のようなパッドをその開いた端部から挿入し、その端部を従来の態様で縫
着する。上部パッドは、その後ろ側３３２に第１の上部連結フラップ３３４および第２の
下部連結フラップ３３６を有する。上部連結フラップは、上部パッド３３０の横方向の幅
より実質的に短い横方向のフラップの形を有する。上部フラップ３３４は、上部パッド３
３０の長さ方向において上方端部３３６から上部パッド３３０の長さの約５分の１の所に
おいて上部パッド３３０の後ろ側３３２にその一方の端縁部を縫い込んだものである。上
部フラップは、その自由端部に金属板属性のチャンネル部３３８を組み込んでいる。仕様
について説明すると、上部パッド３３０の後ろ側３３２を、上部パッド３３０の上方の５
分の１が背もたれ１６の頂部に掛かるようにして、背もたれ１６の前部の上に配置する。
上部フラップ３３４はまた頂部ビーム４０上に掛かり、チャンネル部分３３８が頂部ビー
ム４０の下方端縁部の下に縫い込まれる。従って、チャンネル部分３３８は、頂部ビーム
４０の下方端縁部の下とぴったりと係合するような形状である。
【０１２５】
下部フラップ３３６は、上部パッド３３０の下方端縁部３４０から約８分の１の所でその
上方端縁部を縫い込まれている。下方フラップ３３６は頂部パッドの幅方向に延びるが、
その幅は上部パッドの幅よりも実質的に小さい。下部フラップ３３６及び上部フラップ３
３４は共に、頂部パッドの縦方向の中心線の周りに中心に位置している。下部フラップ３
３６の下方端縁部には、金属のＬ時形ブラケットが固着される弾性材料のループよりなる
一連の離隔したばねクリップ３４２が設けられている。Ｌ時形ブラケットは、下方ビーム
４２の下側と係合する。外囲フレーム３４が背もたれ固着修造物４８と係合すると、金属
のブラケットはそれらの間に保持されて、上部パッド３３０の底部を椅子の外囲フレーム
３４に固定する。さらに、頂部ビーム４０から下方に延びる頂部パッドの上方端縁部３３
６はていじに固定される。これはフックとループの締付具（図示せず）により行われる。
【０１２６】
車付き基部
図８４は、車付き基部１８の好ましい実施例を示す。車付き基部は、５つの放射状に延び
る脚部３００を有する。各脚部はそれぞれキャスター３０２で支持されている。図８５に
さらに詳しく示すように、５つの脚部３００は一体的な鋳造脚部組立体を構成する。各脚
部は細長く、実質的にプレート状であり、各脚部３００に沿って縦方向に延びる強化ウエ
ブ３０４により強化されている。強化ウエブ３０４は、中心に位置する環状のボス３０６
で終端する。各脚部３００はそれらの外端部に、一体的に形成した垂下コネクター３０８
を有する。各垂下コネクター３０８はソケットまたはスリーブの形状を有する。脚部が実
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質的にプレート状であるため、各脚部３００の端部は可撓性プラスチックまたはゴムより
なるクリップ接続できるバンパー３０１で終端する。
【０１２７】
図８６はキャスター３０２の形状を示す。各キャスター３０２は、２つの離隔した車輪３
１２よりなる。車輪３１２は、図８７で示す車軸組立体３１２の一部を形成する車軸３１
４に回転可能に装着されている。車軸組立体３１６は、車軸３１４、コネクターピン３１
８及び車軸３１４とコネクターピン３１８を相互連結する中間の本体部分３２０とよりな
る。車輪３１２は、車軸３１４の両側に需要され、スナップ取り付け具により底に回転自
在に保持される。図８６に示す組立済みの状態で、コネクターピン３１８は２つの車輪３
１２の間に位置する。さらに、コネクターピン３１８と車輪３１２との間には、垂下コネ
クター３０８の少なくとも一部を需要するギャップが存在する。コネクターピン３１８は
、垂下コネクター３０８と着脱自在に係合して、ピンをその縦方向軸を中心として垂下コ
ネクター３０８内で回転可能にする。それらの間にはスナップ式の接続部が設けられる。
脚部３００とキャスター３０２とを組立てた構成では、脚部３００の下側とキャスター３
０２の上側との間に小さなクリアランスを設ける必要がある。これにより、低い高さ（通
常は６５ｍｍ以下）のコンパクトな構成が得られ、座部の下方における椅子のユーザーの
足の運動を妨げる可能性が最小限になされる。
【０１２８】
図８９は、スロット付き座席パネル１４の下側を示す概略図である。座席パネル１４の下
側には、湾曲した挿入手段が設けられている。この挿入手段３５０は支持スライド３５２
を収納するものであり、このスライドは湾曲してその一方の端部を挿入手段の内にまたそ
の手段から外に摺動可能である。以上より、支持スライド３５２は座席のユーザーにユー
ザーの支持を与える印刷された印が設けられている。
【０１２９】
以上において、本発明の１つの実施例を説明した。変形例及び設計変更が本発明の範囲か
ら逸脱することなく可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明の第１の実施例による椅子の部分展開斜視図である。
【図２ａ】図２ａは、図１の椅子の背もたれを示す展開斜視図である。
【図２ｂ】図２ｂは、図２ａの椅子の背もたれの一部を形成する背もたれ固着鋳造物を示
す斜視図である。
【図３】図３は、第２図に示す椅子の背もたれの下部を示す組立図である。
【図４】図４は、図１の椅子の主トランサムを示す斜視図である。
【図５】図５は、図４に示す主トランサムの下側から見た組立体の斜視図である。
【図６】図６は、図４に示す主トランサムを見下ろした組立て済み椅子の斜視図である。
【図７】図７は、調節可能なクランプを示す。
【図８】図８は、調節可能なクランプのカムの平面図である。
【図９】図９は、図４に示す主トランサムの一部を示す拡大斜視図である。
【図１０】図１０は、主トランサムを取り外した、図１の椅子を下から見た斜視図であり
、リクラインロックのある特定の構成要素を示す。
【図１１】図１１は、図６－８の調節可能なクランプにより得られる、後方リクラインに
対する抵抗の変化を示すグラフである。
【図１２】図１２は、リクラインロックの制御レバーを示す斜視図である。
【図１３】図１３は、本発明の第２の好ましい実施例による背もたれ延長アームの変形例
を示す斜視図である。
【図１４】図１４は、第２の好ましい実施例による主トランサムの変形例を上方から見た
斜視図である。
【図１５】図１５は、図１４のトランサムの変形例を下方から見た斜視図である。
【図１６】図１６は、図１４及び１５の主トランサムの変形例と共に組立てられた、図１
３の背もたれ延長アームの変形例を示す斜視図である。
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【図１７】図１７は、椅子の第２の実施例による第１のリクラインばねの変形例を示す斜
視図である。
【図１８】図１８は、背もたれ延長アーム及び主トランサムを第２のリクラインばねと共
に組立てた、図１７の第１のリクラインばねを示す斜視図である。
【図１９】図１９は、第１のリクラインばねの第１の可能な位置を示す概略図である。
【図２０】図２０は、第１のリクラインばねの第２の可能位置を示す概略図である。
【図２１】図２１は、第１のリクラインばねの第３の可能な位置を示す概略図である。
【図２２】図２２は、第１のリクラインばねが第３の可能な位置にある図１８と同様な斜
視図である。
【図２３】図２３は、第１のリクラインばねの一部と、主トランサムの一部との係合状態
を示す概略図である。
【図２４】図２４は、第２の実施例の第１のリクラインばねが図１９乃至２１に示す３つ
の可能なばね位置を回転して通過する際のばね定数の変化を示すグラフである。
【図２５】図２５は、分かり易くするためいくつかの部品を取り除いた、図１８及び１６
の組立体をさらに詳細に示す図である。
【図２６】図２６は、別の角度から見た、図１３の背もたれ延長アーム７０′の変形例の
さらに別の斜視図である。
【図２７】図２７は、第１の実施例の背もたれを構成する部品のさらに別の展開図である
。
【図２８】図２８は、図２７に示す組立て部品の後部を示す斜視図である。
【図２９】図２９は、第１の実施例に使用されたようなばねキャリア及び板ばねを展開図
で示す斜視図である。
【図３０】図３０は、ある特定の部品を分かり易くするため取り除いた、第１の実施例の
椅子を後ろから見た斜視図である。
【図３１】図３１は、第１の実施例の椅子のリクライン機構の主要構成要素を示す概略図
である。
【図３２】図３２は、図３１に示す構成要素の１つである椅子案内手段の側面図である。
【図３３】図３３は、図１に示す第１の実施例の椅子の側面図であり、ユーザーの体重が
座部にかかった状態の主要リンクの構成を示す。
【図３４】図３４は、ユーザーの体重が座部から取り除かれた点を除き、図３３と同様な
側面図である。
【図３５】図３５は、図１の椅子の側面図であり、椅子のリクライン作用を示す。
【図３６】図３６は、椅子の第２の好ましい実施例による背もたれを構成する部品の展開
図である。
【図３７】図３７は、第２の好ましい実施例による椅子の背もたれの一部を形成する背も
たれ固着鋳造物を詳細に示す前方斜視図である。
【図３８】図３８は、第２の実施例に用いる板ばねの斜視図である。
【図３９ａ】図３９ａは、図３６の組立て部品の後方斜視図である。
【図３９ｂ】図３９ｂは、椅子の背もたれの一部を形成する補助ばねの斜視図である。
【図３９ｃ】図３９ｃは、第２の実施例のリクライン機構の一部を形成する押しリンクの
斜視図である。
【図３９ｄ】図３９ｄは、図３９ｃの押しリンクと共に組立てられる背もたれの詳細を示
す断面図である。
【図４０】図４０は、図２５の背もたれ延長アーム及びリクラインばねが背もたれフレー
ムと共に組立てられた背もたれフレームを示す前方斜視図である。
【図４１ａ】図４１ａは、ある特定の部品を分かり易くするために除去した、第２の実施
例の椅子を後方から見た斜視図である。
【図４１ｂ】図４１ｂは、図４１ａの詳細を示す斜視図である。
【図４２】図４２は、第２の実施例による椅子のリクライン機構の主要構成要素を示す概
略図である。
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【図４３】図４３は、第２の実施例による椅子のリクライン機構の１つの主要構成要素で
ある椅子案内手段の下面を示す斜視図である。
【図４４】図４４は、第２の実施例による椅子のリクライン機構の主要部品を示す側面図
である。
【図４５】図４５は、椅子が付加されている点を除き、図４４と同様な側面図である。
【図４６】図４６は、椅子の第１または第２実施例のいずれかに使用可能な座席パネルの
斜視図である。
【図４７】図４７は、図４６に示す座席パネルの下側を示す斜視図である。
【図４８】図４８は、図４６に示す座席パネルの下側を示す平面図である。
【図４９】図４９は、図４７に示す座席パネルの下側を詳細に示す斜視図である。
【図５０】図５０は、図４６に示す座席パネルの中間部の縦方向断面図である。
【図５１】図５１は、側端縁部の概略図である。
【図５２】図５２は、後方端縁部の約１５０ｍｍ前方の座席パネルの横方向断面図である
。
【図５３】図５３は、前方端縁部から約１２０ｍｍのところの横方向断面図である。
【図５４】図５４は、図４６に示す座席パネルの前方端縁部の概略図である。
【図５５】図５５は、座席パネルを座席の深さ調節機構を示すために取り外した、第１実
施例の椅子の斜視図である。
【図５６】図５６は、図５５を詳細に示す斜視図である。
【図５７】図５７は、座席パネルを取り除いた斜視図であり、座席の深さ調節機構の作用
を示す。
【図５８】図５８は、座席パネルが延伸位置にある座席の一部を示す側面図である。
【図５９】図５９は、座席パネルが後退位置にある、図５８の椅子の一部を示す側面図で
ある。
【図６０】図６０は、図５８及び５９に示す椅子の一部の下側斜視図であり、座席の深さ
調節機構を示す。
【図６１】図６１は、座席パネルの深さ調節機構を示すために座席パネルを取り外した、
第２の実施例の椅子の斜視図である。
【図６２ａ】図６２ａは、図６１と同様な詳細部分を示す別の斜視図である。
【図６２ｂ】図６２ｂは、図４３に示すものとは反対側の座席案内手段の斜視図である。
【図６２ｃ】図６２ｃは、一部を取り除いた点を除き、図６２ｂに示す座席案内手段を示
す斜視図である。
【図６３】図６３は、座席パネルが後退位置にある椅子の一部を示す側面図である。
【図６４】図６４は、座席パネルが後退位置にある図６３の椅子の一部を示す側面図であ
る。
【図６５】図６５は、図６３及び６４に示す椅子の一部を示す一部の下面図であり、椅子
の深さ調節機構を示す。
【図６６】図６６は、組立て済みの腰部支持機構を有する、図１の第１実施例による椅子
の背もたれを示す斜視図である。
【図６７】図６７は、腰部支持機構の構成要素を展開図で示す、図６６の背もたれの斜視
図である。
【図６８】図６８は、図６７に示す腰部支持機構の一部を示す斜視図である。
【図６９】図６９は、図６７の腰部支持機構の一部を示すさらに別の図である。
【図７０】図７０は、図６７に示す腰部支持機構の一部を形成する波形条片の平面図であ
る。
【図７１】図７１は、図３１の線Ａ－Ａに沿う波形条片の断面図である。
【図７２】図７２は、腰部支持機構の変形例を示す断面図である。
【図７３】図７３は、図７２に示す腰部支持機構の変形例に用いるベローズの斜視図であ
る。
【図７４】図７４は、図６９に示す腰部支持パネルの変形例の斜視図である。
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【図７５】図７５は、腰部支持機構の変形例と組立てられる、第２の実施例の椅子の背も
たれの斜視図である。
【図７６】図７６は、図７５の腰部支持機構の展開図である。
【図７７】図７７は、図７６の腰部支持機構の一部を示す斜視図である。
【図７８】図７８は、図７６に示す腰部支持機構の別の部品の斜視図である。
【図７９】図７９は、図７６に示す腰部支持機構の一部を形成する腰部支持パネルの斜視
図である。
【図８０】図８０は、図７６の腰部支持機構に用いる腰部クッションの斜視図である。
【図８１】図８１は、断面を示すために破断した背もたれフレームの直立部材の斜視図で
ある。
【図８２】図８２は、挿入条片の斜視図である。
【図８３】図８３は、背もたれフレームの直立部材及び挿入条片の断面を示す組立て図で
ある。
【図８４】図８４は、車付き基部の好ましい例を示す斜視図である。
【図８５】図８５は、図８４に示す車付き基部の一部を形成する脚部組立体の下側斜視図
である。
【図８６】図８６は、図８４に示す可動基部の一部を形成するキャスターの斜視図である
。
【図８７】図８７は、図８６に示すキャスターの一部を形成する車軸組立体の斜視図であ
る。
【図８８】図８８は、上部パッドの斜視図である。
【図８９】図８９は、座席パネルのわずかに異なる変形例を示す概略平面図である。
【図９０】図９０は、本発明の好ましい実施例による椅子の部分展開斜視図である。

【図１】 【図２ａ】
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